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i料!!ア
メ
リ
カ
合
家
国
に
お
け
る
政
教
分
離
の
原
則

目

次

序

第

一

章

植

民

地

時

代

第
一
節
教
会
と
植
民
地
に
お
け
る
政
治
の
結
合

第
二
節
教
会
と
植
民
地
に
お
け
る
政
治
の
分
離

第
三
節
宗
教
的
寛
容
と
政
教
分
離
の
原
因
(
以
上
本
誌
一
五
巻
三
号
)

第

二

章

修

正

第

一

条

第
一
節
修
正
第
一
条
制
定
以
前
の
状
況

官旨

(三)

本

信

夫
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第
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条
三
項
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第
一
条
の
制
定

第
三
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法
第
六
条
三
項
と
修
正
第
一
条
制
定
以
後
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況
(
以
上

本
誌
一
五
巻
四
号
〉

第
四
節
修
正
第
一
条
の
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釈

第
五
節
修
正
第
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四
条
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と
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用
(
以
上
本
号
)

第
三
章
物
質
的
援
助
の
問
題

第
四
章
宗
教
教
育
お
よ
び
宗
教
的
儀
式
に
対
す
る
援
助
の
問
題

結

び



第
四
節

修
正
第
一
条
の
解
釈

前
節
に
お
い
て
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、

一
七
八
七
年
、
五
五
人
の
憲
法

制
定
者
は
、
合
衆
国
憲
法
第
六
条
第
三
項
に
上
下
両
院
お
よ
び
各
州
議
会
議

員
、
合
衆
国
お
よ
び
各
州
の
行
政
官
、
司
法
官
の
憲
法
支
持
義
務
を
定
め
、

こ
の
規
定
の
最
後
に

(3) 

「
:
:
:
:
・
但
し
、
宗
教
上
の
宣
誓
は
、
合
衆
国
の
官
職
又
は
公
の
信
任

を
受
け
る
資
格
と
し
て
こ
れ
を
要
求
し
て
は
な
ら
な
い
。
」

アメリカ合衆国における政教分離の原則

と
し
て
宗
教
上
の
宣
誓
と
、
国
家
に
対
す
る
宣
誓
(
憲
法
支
持
の
宣
誓
)

と
を
明
確
に
区
別
し
た
。

こ
の
規
定
は
、
憲
法
制
定
議
会
に
お
け
る
、
信
教
の
自
由
と
政
教
分
離
に

つ
い
て
の
積
極
的
な
保
障
を
要
求
す
る
立
場
勺
各
自
、
公
認
の
教
会
、

教
派
を
有
す
る
実
情
に
鑑
み
、
積
極
的
な
保
障
を
規
定
す
る
こ
と
に
反
対
の

立
場
(
一
足
一
説
一
回
一
戸
川
一
日
比

r
h
り
町
一
心
わ
わ
引
h
わ
い
い
十
酎
日
以
叩
引
唯
一
計

肘吋一
M
M
V
り
ド
崎
一
矧
一
四
射
が

υ一
山
下
)
を
示
す
も
の
と
の
妥
協
の
産
物
で
あ
っ
た
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
消
極
的
な
宣
言
に
満
足
で
き
ぬ
立
場
の
者
は
、
更
に
積

極
的
な
保
障
規
定
を
要
求
し
た
。
こ
の
要
求
に
基
づ
く
議
会
に
お
け
る
審
議

の
結
果
、

一
七
九
一
年
一
一
月
一
一
一
日
、
合
衆
国
憲
法
修
正
第
一
条
と
し
て

「
連
邦
議
会
は
、
国
教
を
定
め
る
こ
と
に
関
す
る
法
律
、
自
由
な
宗
教
活

動
を
禁
止
:
:
・
す
る
法
律
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
」

(
C
C
ロ
m
B
g

m
Zロ
Emwro
ロ
O
F宅
目
印
有
口
氏
口
問

ω
ロ
g
E
r
-
-
m
r
B
O口H
D
『円。口出
5
P
C
H

同

U
S
E
r
-
5
m
子
。
『
5
0
2司
丘
四

P
2
0
0『一)

と
規
定
し
、
「
自
由
に
関
す
る
(
原
憲
法
(
円

Z
D江
間
宮
己

8
5
5
G
Z
D三
の
、
)

(
2
)
 

脱
落
を
補
正
」
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
規
定
は
当
時
い
か
な
る
意
味
を
持
っ
て
規
定
さ
れ
た
と

解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

一
、
「
口
}
百
円
口
「
」
、
「
B
r悶
5
ロ
」
、
「
g
g
E
2
r自
由
民
」
に
つ
い
て

(
3
)
 

ラ

l
ド
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
規
定
の
解
釈
に
は
広
狭
二
義
の
立
場
が
導

か
れ
る
。
す
な
わ
ち
第
一
の
立
場
は
、
こ
の
修
正
条
項
採
用
当
時
の
英
国
に

(
4
v
 

お
い
て
、
唯
一
の
公
認
さ
れ
た
教
会
で
あ
る
エ
ピ
ス
コ
パ
ル
教
会
が
、
公
費

に
よ
る
支
持
を
受
け
て
お
り
、
政
府
の
構
成
員
は
す
べ
て
同
教
会
に
所
属
す

る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
、
合
衆
国
議
会

は
こ
の
よ
う
な
教
会
を
設
け
て
は
な
ら
な
い
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
き
わ
め
て
当
然
の
こ
と
で
あ
り
こ
の
立
場
を
疑
う
も
の
は
い
な
い
。
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こ
れ
に
対
し
、
他
の
立
場
は
修
正
条
項
の
採
用
者
が
用
い
た
表
現
に
注
意

を
払
い
、
条
文
の
用
語
を
厳
密
に
検
討
し
て
、
英
国
で
の
国
教
会
を
禁
ず
る

こ
と
以
上
の
、
よ
り
広
範
な
意
味
を
同
条
項
は
有
し
て
い
る
と
す
る
も
の
で



F
』
炉
'

恥
干

あ
る
o

こ
の
議
論
は
修
正
第
一
条
が
「
国
教
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て
の
法
」

資

(一日々

H42h凶作円江口ぬ白口

2
z
rロ
mrB巾ロ門司『

B
E
m一一D
D
)

と
い
う
表
現
を
用
い

て
「
国
教
会
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て
の
法
」
宏
司

H
g司
R
C口問

F
0
2
g
-

E
m
r
g
g円
三
回

n
E
B
Z
と
い
う
表
現
を
用
い
な
か
っ
た
点
に
着
目
す
る
。

す
な
わ
ち
、
前
者
の
表
現
が
後
者
の
表
現
に
比
較
し
、
よ
り
包
括
的
な
意
味

を
持
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
宗
教
」

(5-在
C
ロ
)
と
「
教
会
」
(
口
「
己
Rr)
と
い
う
用
語
は
同
義
語
と
し
て
用
い
ら

れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
り
。
こ
の
こ
と
は
当
時
の
各
州
の
憲
法
条

項
が
宗
教

(5fE)
と
い
う
広
い
概
念
の
用
語
の
使
用
を
遊
肘
「
宗
派
」

(HO--四
5
5
目
立
)
、
「
教
派
」
(
目
立
)
、
「
分
派
」

2
3
0
2
5
t
o口
)
の
よ
う
な

2
0
}
 

用
意
向
を
明
確
に
使
い
わ
け
て
い
る
事
実
か
ら
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

従
っ
て
修
正
条
項
の
制
定
者
が
、
単
に
「
国
教
会
を
定
め
る
こ
と
」
(
由
可

『
]
』
回

r
s
g
H
O同
同

門

EHnr)
の
禁
止
を
意
図
し
た
も
の
に
と
ど
ま
ら
ず
、
「
国

教
を
定
め
る
こ
と
」

(gsz-岳
B
E件
。
町
出
邑
在
o
ロ
)
の
禁
止
と
い
う
、
一

層
広
範
な
意
味
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
同
条
項
を
「
超
自
然
に
対
す
る
人
間
の
関
係
に
つ
い
て
の
一
つ
の
信

念

(σ
岳
民
)
ま
た
は
、
あ
ら
ゆ
る
信
念
の
体
系
を
国
家
が
援
助
し
た
り
、
鼓

舞
し
た
り
す
る
の
を
禁
ず
る
」
も
の
、
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
、
が
で
き
る
の

で
あ
り
、
こ
れ
は
理
神
論
者
の
見
解
と
一
致
す
る
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
よ

〔
湾
a・
}

り
一
一
層
支
持
さ
れ
る
。

北法16(1・80)80 

さ
て
、
次
に
修
正
一
条
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
2
見】
-uど
と
い
う
動
詞

は
修
正
一
条
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
鍵
と
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
「
自
-

s
z
z
E
が
修
正
一
条
を
採
用
し
た
一
七
九
一
年
当
時
に
お
い
て
、
唯
一
の

意
味

(
0
5
8
5
0
g
t
g
)
を
有
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
、
問
題
は

容
易
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ラ
ー
ド
ナ
ー
は
、
「
BEE-ω
巴
と
い
う
動
詞
は
当

時
、
英
国
で
用
い
ら
れ
て
い
た
よ
う
な
、

一
教
会
と
国
家
の
特
有
な
法
的
関

係
を
意
味
し
、
そ
れ
以
上
の
意
味
を
有
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
も
の
で
は

あ
る
が
、
修
正
一
条
の
中
で
用
い
ら
れ
た
こ
の
動
詞
は
、
政
府
の
活
動
の
一

(
8
X
9
)
 

層
広
範
な
分
野
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
意
味
に
理
解
さ
れ
た
、
と
す
る
。
す

な
わ
ち
、
英
国
で
は
「
g
z
r
E
r
g
g己
が
国
家
と
一
教
会
と
の
単
教
関
係

を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
修
正
一
条
の
中
で
用
い
ら
れ
て
い

る
場
合
に
は
、
そ
れ
と
は
異
っ
た
複
数
の
関
係
を
意
味
す
る
「
B
己
巴
同

)
F
E
m
-

呂田

5
2」
の
意
味
で
あ
っ
た
と
す
る
。

こ
の
理
由
と
し
て
、

一
七
九

O

年
ま
で
に
合
衆
国
に
お
け
る
植
民
地
で
は
、
英
国
に
お
け
る
よ
う
な
、

教

会
に
対
す
る
政
府
の
援
助
と
言
う
、
英
国
国
教
会
制
度
の
本
質
的
特
質
を
す

で
に
除
去
し
て
お
り
、
仮
に
公
的
な
宗
教
を
認
め
る
場
合
に
お
い
て
も
、

新
教

(
P
2
2
S
E
E
L
一
般
を
受
け
入
れ
、
新
教
の
各
教
派
の
中
の
い
か
な

る
教
派
に
対
し
て
も
特
典
を
与
え
な
い
と
す
る
傾
向
を
示
し
て
い
た
。
つ
ま



り
政
府
は
、
い
く
つ
か
の
ま
た
は
す
べ
て
の
教
派
を
平
等
に
援
助
す
る
傾
向

を
有
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
当
時
の
事
情
か
ら
、
教
会
と
国
家

の
関
係
に
つ
い
て
、
修
正
条
項
の
制
定
者
は
、
単
巳
単
数
の
国
教
を
認
め
る

こ
と
の
禁
止
で
は
な
く
、
複
数
の
国
教
を
認
め
る
こ
と
の
禁
止
を
考
え
て
い

た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
は

C
-
H
・
プ
リ
チ
エ
ッ
ト
教
授
の
と

〔

uv

る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

の
意
味
に
つ
い
て
、
そ
の
後
示
さ
れ
た
公
的
解
釈
と

L
て
最
初
の
例
は
一
八
五
三
年
、
上
院
司
法
委
員
会

「

g
s
z
u
v
B
g門」

(
ω
2
6
R
 
』
ロ
内

HFnz-

n
o
g
g
E
S
)
の
報
告
書
に
み
ら
れ
る
。
こ
の
報
告
書
は
議
会
に
お
け
る
、

日

ま
た
寧
隊
に
お
け
る
付
属
牧
師
(
円
吉
田
)
]
白
い
る
の
制
度
を
廃
止
す
る
請
願
に
つ
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い
て
の
審
議
の
後
に
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
同
請
願
は
、
右
制
度
を
法
定

ず
る
斗
lr
は
修
正
一
条
の
「

25-喜
5
8片
」
条
項
に
反
す
る
、
と
す
る
理

曲
に
基
づ
い
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
委
員
会
の
意
見
は
同
条
項
は
、
一
七

九
O
年
に
お
け
る
英
国
に
お
い
て
知
ら
れ
て
い
た
教
会
と
国
家
の
関
係
で
用

い
ら
れ
て
い
る
意
味
で
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、

「
向
条
項
は
疑
い
も
な
く
母
国
で
存
在
し
て
い
た
「
g
g
E
p
g
g乙
に

言
及
し
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
の
意
味
は
母
国
で
の
「
2
g豆
町
r
B巾
ロ
こ
が

'
何
で
あ
る
か
を
定
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

、
、
、
、
、
、

そ
れ
は
特
定
の
宗
教
団
体
(
白
宮
ユ

H2一
日
同
包
括
5
5
8
a
g同
)
と
国
家

(円宮

ω
g
Z
)
と
の
関
係
で
あ
り
、
他
の
教
派
を
排
斥
し
て
公
金
を
支
出
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
そ
の
団
体
の
構
成
員
に
独
占
的
政
治
的
権
限

(
O
H
口
-
5
2
0
H
M
o
r
t
g一
口
区
民
)
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
、
礼

拝
や
宗
教
的
儀
式
に
お
け
る
霊
的
交
わ
り
(
口
O
B
Bロロ
5
口
)
を
拒
否
す
る
者

に
対
し
て
出
席
を
強
制
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、

こ
れ
ら
一
一
一
つ
の
特
殊
性
(
す
な
わ
ち
、
公
金
の
支
出
、
政
治
的
権
限
の
付

、
、
、
、
、
、
、
、
、

与
、
礼
拝
へ
の
出
席
強
制

1
筆
者
註
〉
が
教
会
と
国
家
の
結
合
(
(
円
Z
E
E
-

Cロ
o
h
n
r戸
Hnr
白ロ
L
2丘
四
)
と
な
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
を
我
々
の
祖

先
が
正
し
く
も
警
戒
し
、
ま
た
賢
明
に
も
、
そ
し
て
注
意
深
く
も
(
修
正

〔
日
)

一
条
に
日
筆
者
)
規
定
し
た
の
で
あ
る
。
(
傍
点
筆
者
)
」

し
か
し
、
右
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
同
委
員
会
の
見
解
か
ら
、

「

EWE-u

一-ωrE

の
意
味
は
こ
の
三
要
素
を
す
べ
て
満
た
し
た
場
合
を
言
う
も
の
、

と
結
論
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
は
同
報
告
書
の
次
の
よ
う
な

記
述
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

自
巾
ロ
こ「

議
会
が
、
教
会
、
信
徒
の
団
体

(mB-23凹
丘
町
田

-
8
2
2
5
ま
た
は
信

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

仰
の
体
系

(ω

ヨ芯
5
0『

B
E
m
5
5
r
=
r
)
、
こ
の
よ
う
な
問
題
の
あ
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

(
D
r
ロD
H
Z
ロm)

性
質
を
有
す
る
す
べ
て
の
も
の
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
う

、
、
、
、
、
、
、

ち
の
ど
れ
か
一
つ
に
明
ら
か
に
、
い
か
な
る
程
度
に
お
い
て
も
、
有
利
に
公

金
を
支
出
し
た
り
、
こ
れ
ら
団
体
の
構
成
員
に
特
殊
な
権
限
を
付
与
し
た

り
、
そ
の
教
義
を
拒
否
し
も
し
く
は
他
の
霊
的
団
体

(
8
5
B
C
E
Cロω)
に

北法16(1・81)81 
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所
属
す
る
者
に
不
利
益
、
あ
る
い
は
刑
罰
を
課
す
法
律
を
通
過
さ
せ
た
り

す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
法
律
は
「
国
教
を
定
め
る
こ
と
に
関

す
る
法
」
(
『
君
湾
省

R
江口問

ωロ
2
2豆
町
r
s
g円
。
同
お
]
岡
田
広
口
)
と
な
る

で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
そ
れ
放
に
憲
法
に
反
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

い
ま
だ
か
か
る
目
的
を
も
っ
た
法
律
は
議
会
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
て
は
い

(

凶

)

な
い
の
で
あ
る
。
(
傍
点
筆
者
)
」

資

」
の
同
委
員
会
の
見
解
に
よ
れ
ば
、

「

g
g
Z
Z
5
2こ
の
意
味
は
英
国

一
層
広
義
の
も
の
と

に
お
け
る
場
合
の
よ
う
な
、
狭
義
の
も
の
で
は
な
く
、

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
結
局
、
同
委
員
会
は
、
議
会
、
軍
隊
に
お
け
る
聖

職
者
の
制
度
の
廃
止
を
求
め
た
請
願
に
つ
い
て
、
伝
統
と
初
期
の
同
制
度
の

受
容
を
理
由
と

L
て
、
合
憲
解
釈
を
導
い
た
。
す
な
わ
ち
、
も
し
、
請
願
者

の
主
張
が
憲
法
上
正
し
い
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
考
え

ば
、
修
正
一
条
採
用
当
時
の
議
会
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
た

は
ず
で
あ
ろ
う
、
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

「
大
統
領
ワ
シ
ン
ト
ン
に
よ
り
、
ま
た
偉
大
な
彼
の
後
継
者
の
す
べ
て
に

よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
、
一
般
的
に
称
揚
さ
れ

(mg巾
B-

2
5
5
2
L三一
cロ
)
、
同
時
に
永
い
伝
統
が
あ
り
、
す
ぐ
れ
た
も
の
と
し
て
、

こ
れ
ま
で
尊
重
さ
れ
て
来
て
お
り
、
ま
た
現
在
も
尊
重
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
の
も
の
は
、
こ
の
委
員
会
の
意
見
に
よ
っ
て
中
止
さ
れ
る
べ
き
も
の
で

ハロ)

は
な
い
。
」

こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、
委
員
会
は
議
会
付
属
牧
師
の
地
位
を
承
認
す
る

こ
と
と
な
っ
た
。
「
議
会
付
属
牧
師
の
地
位
を
最
初
に
廃
止
し
た
の
は
一
七
九
三
年
自

f

J

I

f

然
神
論
が
浸
透
し
た
ケ
Y

タ
ッ
キ

l
州
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
右

の
地
位

(po
広
岡
目
。
。
向
。
r
m
H
L
E
ロ
)
が
国
教
樹
立
禁
止
条
項
に
触
れ
る
も
の
で
あ
る
、

と
し
た
。
こ
の
例
は
永
く
続
け
て
来
た
習
慣
を
廃
止
し
た
極
端
な
例
と
恩
わ
れ
る
。
後
、

最
高
裁
は
付
属
牧
師
の
地
位
の
違
憲
性
を
争
う
訴
訟
に
つ
き
、
当
事
者
適
格
J

の
欠
如
を
理
由
に
却
下
し
た
(
巴
口
。
=
〈
田
君
主
古
・
H
U
N
g

。
な
お
後
述
。
」

北法16(1・82)82

(

1

)

ニュ

l

・
ハ
ン
プ
ジ
ャ

l
、
ヴ

7

1
ジ
ニ
ア
、
ニ
ュ

l

・
ヨ
ー
ク

は
宗
教
の
自
由
を
宣
言
す
る
規
定
を
提
案
し
、
ノ

l
ス
・
カ
ロ
ラ
イ

ナ
は
、
宗
教
の
自
由
が
保
障
さ
れ
た
修
正
案
が
加
え
ら
れ
る
ま
で
批

准
を
見
合
わ
せ
た
。

(
2
)
(
U
-
z
q
g
m
wロ
H
V
巳
5
7巾
2
・円
ro
〉
ヨ
巾
ユ
g
ロ
n
oロ団長戸片岡
C
P
匂
-

A

匹、吋()・

〈

3
〉
ド
可
口
町

O
L
〉
-
H
h
R
L
ロ
R
E
D者
同
ぬ
円
仏
0
2
子
。
。
。
ロ
笠
宮
内

MDロ

自司自
g
R
口
r
z
R
r
E仏
ω
S
Z
可
合
同
「
巾
〉
B
3
8口
同

Mc--zs-

m丘
町
口
お
河
内
d

ふ何者
M
H
H
I
]
己
印
、
(
同
由
一
出
)
・

(

4

)

な
お
、
英
国
に
お
け
る
教
会
の
組
織
、
歴
史
に
つ
い
て
は
‘
司
己
反

呂
美
O
君
。
♂
子
巾
の

c
g
c
g巳
D
口
同
二
向
日

mgミ
自
ハ
同
(
い
D
ロ
ω
己
Z
Z
O
口口問

予
ぬ
れ
「
戸
H
n
Y
D
『
開
口
問

FE.

(

5

)

州
憲
法
が
「
宗
教
」
(
日
ロ
回
目
。
ロ
)
と
い
う
、
よ
り
広
い
概
念
の
語
を

用
い
る
こ
と
を
避
け
、
「
宗
派
」
(
自
己
)
、
「
教
派
」
(
仏
g
D
5
5旦
芯
ロ
)

、、

の
語
を
用
い
た
の
は
、
州
に
お
け
る
公
認
の
教
派
の
存
在
と
い
う
歴

、、

史
的
事
実
に
基
づ
き
、
こ
の
よ
う
な
「
教
派
の
公
認
」
を
禁
止
す
る

こ
と
が
実
情
に
そ
く
し
て
自
然
で
あ
っ
た
と
い
う
理
由
も
あ
っ
た
が

そ
れ
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
植
民
地
時
代
か
ら
の
伝
統
と
慣
習
に
基
づ

き
、
キ
リ
ス
ト
教
(
わ

F
E
E
E
q
)
ま
わ
は
、
「
新
教
」
(
可

E
l



同

丹
市
田

g
E
U
B
)
の
諸
教
派
を
特
別
の
地
位
に
置
く
こ
と
の
必
要
性
に
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
特
別
な
地
位
に
置
く
こ
と
を
定

め
る
も
の
と
し
て
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
、
ニ
ュ

l

・
ハ
ン
プ
シ
ャ

l
、
ニ
ュ

l

・
ジ
ャ
ー
ジ
ー
、
ノ

l
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
の
諸
憲
法
が

あ
る
o
F
ω
丘
日
♂
司
-
H
5
・
な
お
、
州
憲
法
に
つ
い
て
は
第
三
章
に

お
い
て
触
れ
る
。

(

6

)

た
と
え
ば
こ
の
よ
う
な
憲
法
条
項
の
例
と
し
て
、
デ
ラ
ウ
エ
ア

(
一
七
七
六
)
二
九
条
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
(
一
七
八

O
)
一一一一一

条
、
ニ
ュ

l

・
ハ
ソ
プ
シ
ャ

l

(
一
七
八
四
)
一
条
六
節
、
ニ
ュ
ー

ジ
ャ
ー
ジ
ー
(
一
七
七
六
〉
一
九
条
、
ノ
ー
ュ
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
(
一

七
七
六
)
三
四
条
が
あ
る
。
た
だ
ジ
ョ
ー
ジ

7
州
、
憲
法
九
条
三
節

に
は
、
「
い
か
な
る
礼
拝
の
方
法
、
宗
教
の
公
認
に
対
し
、
法
律
に

よ
り
特
典
を
与
え
て
は
な
ら
な
い
。
」

(Zo
宮内向
2
2
2
m
z
-
-
2
2

z
m
2
2
r可

F
=
Z
E可
日
口
問

5
5
2
s
z
u
r
s
g
Z
2
E
O
L
g

o問
看

oar-℃
)
と
し
て
「

5
t
m
5
5」
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
。

アメリカ合衆国における政教分離の原則

(

7

)

理
神
論
が
影
響
を
及
ぼ
し
た
範
囲
に
つ
い
て
は
明
確
に
指
摘
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
も
、
修
正
一
条
の
形
式
お
よ
び
採
用
当
時

に
お
い
て
同
条
を
形
成
す
る
上
に
広
範
囲
の
影
響
力
を
有
し
た
と
一
言

え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
理
神
論
は
人
々
が
自
由
を
求
め
て
い
た
当
時

に
お
い
て
、
教
会
の
支
配
か
ら
個
人
や
社
会
を
解
放
す
る
上
に
都
合

の
良
い
理
論
と
し
て
用
い
ら
れ
た
o

戸
mERHWH)・
己
N
-

な
お
、
理

神
論
に
つ
い
て
は
第
一
章
第
三
節
の
ニ
(
本
誌
一
五
巻
三
号
九
一

J

九
四
頁
、
九
八
頁
〉
参
照
。

(

8

)

ドミハ日ロ
2
・
2
】・

]Elu--HHhv
・

(

9

)

彼
は
そ
の
例
と
し
て
、
第
一
回
大
陸
会
議
に
お
け
る
「
大
英
国
の

国
民
へ
の
演
説
」
(
〉

L仏
吋
町
田
内
D
H
Y
巾
句
。
D
同

L
O
B
O同
町
三
回
ユ
富
山
口
)

の
中
で
用
い
ら
れ
た
「

g
g豆
町
『
」
を
あ
げ
る
。
こ
の
演
説
は
一
七

七
四
年
の
「
ケ
ヴ
エ
ツ
タ
令
」

(
ρ
5
r
2
〉
立
)
に
対
す
る
批
判
を

含
む
も
の
で
、
同
令
に
よ
れ
ば
ケ
ヴ
エ
ツ
ク
の
カ
ト
リ
ッ
ク
聖
職
者

に
対
す
る
十
分
の
一
税

(
E
r
g
)
の
支
払
い
が
定
め
ら
れ
、
他
面
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
対
し
て
は
こ
の
支
払
い
が
な
さ
れ
て
い
な
い
も
の

で
あ
っ
た
。
同
演
説
で
は
、
こ
の
点
を
攻
撃
し
て
、
「
我
々
は
、
大

英
国
の
立
法
府
は
、
流
血
と
邪
悪
を
と
も
な
っ
た
教
義
を
持
つ
宗
教

を
国
教
と
す
る
権
能
を
憲
法
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
な
い
と
考
え

る
」
と
の
ベ
、
同
令
に
は
ロ

l

マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
が
国
教
と
定
め

ら
れ
て
い
る
(
同
NOB-ロ
ハ
い
丘
町
Ho--口
列
包

HmFOロ
:
:
:
:
・

5
g
g
z
z
r
-

E)
と
批
判
し
た
。

(
叩
)
こ
の
「

g
c
p
G
F
2
s
z
-
m
r
B巾
ロ
こ
に
つ
い
て
は
、
河
・
明
，
B
O
B
S

回
巳
片

m-
〉

g
q
F
g
E
吋
包
含
C
C口
百

何

色

町

HO口
百
円
日
開
円
山
口

8
2
0ロ

(回

8
8
P
H
S
C
)
u
(
U
Z
-
N
E
L
ω
・
に
、
こ
の
制
度
の
発
展
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

HhRLEw♂
匂
・

HH串・

(
日
)
た
と
え
ば
こ
の
こ
と
を
示
す
例
と
し
て
、
あ
る
州
に
お
い
て
は
、

住
民
か
ら
租
税
の
形
式
で
十
分
の
一
税
を
徴
集
し
、
こ
れ
が
納
税
者

の
指
定
す
る
教
会
に
向
け
ら
れ
、
ま
た
、
納
税
者
が
教
会
を
特
定
し

な
い
場
合
に
は
、
公
設
救
貧
院
(
巳
日
会

05σ)
の
維
持
の
た
め
に

支
出
さ
れ
た
。
戸

m
Z
E
E
-
v司
・
ロ

AFlHH印・

北法16(1・83)83
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(
ロ
)
「
何
回
S
E
F凹
r
g
g
こ
の
意
味
が
、
こ
の
複
数
の
国
教
を
公
認
す
る

こ
と
の
禁
止
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
例
と
し
て
、
ラ
ー
ド
ナ
ー
は
、

一
七
八
四
年
ヴ
ア
I
ジ
ニ
ア
州
議
会
で
提
案
さ
れ
た
「
キ
リ
ス
ト
教

の
教
師
の
た
め
の
支
給
を
な
す
法
案
」
(
〉
田
口
開
ω
S
Z
2
r
g四
回

H
M
5
2
E
C口町
DH
吋
g
n
Z『
m
D町
子
o
n
E
E
E
S
H
N
o
t四
円
。
ロ
)
に
対

す
る
、
ジ
ェ

l

ム
ズ
・
マ
デ
ィ
ソ
ン
の
「
請
願
と
抗
議
の
書
」
(
〉

冨
Z
E
E
-
E仏剛山
2
5ロ
ω同
町
田
口
円
。
)
で
は
、
同
法
案
の
性
質
に
反
対

す
る
の
に
「
g
S
E
E
Y」
と
い
う
語
を
使
用
し
て
い
る
例
を
あ
げ
る
、

戸
白
H

仏
国
内
♂
司
・
回
目
印
・

な
お
、
同
法
案
と
、
請
願
と
抗
議
の
蓄
に
つ
い
て
は
第
一
章
二
節

一
(
本
誌
一
五
巻
三
号
七
二
頁
〉
参
照
。

(
日
〉
国
内
H
B
E
n
-
M
Vロ
R
Y
2
F
吋
}
M
O

〉
宮
町
ユ
8
口
約
口
口
ω
C
E己
D
P
司・

仏斗由・

(
は
)
議
会
に
お
け
る
聖
職
者
制
度
に
つ
い
て
は
第
二
章
一
節
一
(
本
誌

一
五
巻
四
号
八
六
頁
以
下
)
参
照
。

(
日
〉

moロ
刊
誌
。
河
内
官
。
ユ

ω斗∞・

ωN
同

L
h
o口問
-
-
M
口
L
m
g
r
旬

-
H
J
A
g
u宮
ι

ゲ〕『円、
mw】月山口
O
H
U
D
司・口広
-
w

匂・同岡市山・

(
日
叩

)
]
[
σ
-
L
J
H
)司
-HIN--A己
D
Z
L
r
u、
FRι
ロ
q
・
0℃・

2
了間》・]己申・

(口
)
H
Z
p
w
℃

-AF--
』
己

o
g
ι
r
u可
戸
白
丘
ロ
ゆ
司
、

D百
-n-FW
同

u-HH申・

資

二
、
修
正
第
一
条
を
め
ぐ
る
そ
の
後
の
動
向

以
上
の
よ
う
な
、
修
正
一
条
の
用
一
訟
に
つ
い
て
の
解
釈
に
よ
っ
て
、
修
正

一
条
の
意
図
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
明
確
に
な
っ
て
は
い
な
い
。
ま
た
、
第
三

節
で
触
れ
た
憲
法
六
条
三
項
、
修
正
一
条
制
定
後
の
慣
習
の
集
積
の
中
か
ら

右
条
項
の
、
教
会
と
国
家
の
関
係
に
つ
い
て
の
原
則
が
明
確
化
さ
れ
た
と
も

北法16(1・84)84

言
い
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

結
局
、
教
会
と
国
家
の
関
係
に
関
す
る
修
正
一
条
の
禁
止
と
許
容
の
範
囲

は
、
同
条
項
制
定
後
一
五

O
年
の
聞
の
国
民
感
情
(
ロ
E

g
主

将

2
5
3
6

に
よ
っ
て
次
第
に
形
成
さ
れ
て
鬼
一
問
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
に
と
ど
ま
る

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
右
条
項
制
定
以
後
の
、
右
条
項
を
め
ぐ
る
見
解
、

運
動
を
取
り
あ
げ
て
み
よ
う
。

(1) 

マ
デ
ィ
ソ
ン
の
二
法
案
に
対
す
る
拒
否
権
の
発
動

ま
ず
、
一
八
一
一
年
、
修
正
一
条
に
つ
い
て
の
二
つ
の
例
が
示
さ
れ
た
。

第
一
は
ア
レ
キ
ザ
ン
ド
リ
ア

(
E
2
8
Eと
の
米
国
聖
公
会

(
P
2
2
s
z

問問》片足。円恒三
UYZ円nr)
を
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
地
区

(
E
m
E
2
0円
hc}ロ
BEmw)
と

協
力
す
る
こ
と
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
同
教
会
が
貧
困
者
の
救
済

と
貧
民
子
弟
の
教
育
に
あ
た
り
、
ま
た
、
同
教
会
の
組
織
、
運
営
等
に
闘
す

る
種
々
の
規
則
、
手
続
等
を
法
定
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
の
法
案
を
大
統
領
マ
デ
ィ
ソ
ン
は
拒
否
し
て
、
二
つ
の
理
由
を
あ
げ

た
。
ま
ず
教
会
の
組
織
、
運
営
に
関
す
る
規
則
等
を
法
に
よ
っ
て
定
め
る
こ



と
は
、
こ
れ
ら
の
規
則
等
が
特
定
の
教
会
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
故
に
、
法

律
に
よ
っ
て
国
教
を
定
め
る
こ
と
と
な
る
、
と
し
た
。
ま
た
、
こ
の
教
会
に

対
し
て
貧
困
者
の
救
済
と
貧
民
子
弟
の
教
育
を
行
わ
し
め
る
こ
と
は
、
か
か

る
宗
教
団
体
に
対
し
て
、
公
的
ま
た
は
市
民
的
義
務
を
執
り
行
う
法
的
代
行

者
と
し
て
の
地
位
を
認
め
る
先
例
と
な
る
、
と
し
た
。

第
二
の
法
案
は
ル
イ
ジ
ア
ナ
准
州
の
ニ
ュ

l
-
サ
レ
ム
に
あ
る
国
有
地
を

当
該
地
方
の
パ
プ
テ
イ
ス
ト
教
会
に
付
与
す
る
規
定
を
置
い
た
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
れ
に
対
し
て
大
統
領
は
、

「
合
衆
国
の
財
産
を
宗
教
団
体
の
維
持
と

使
用
の
た
め
に
支
出
す
る
原
則
と
先
例
を
構
成
す
る
こ
と
と
な
り
」
、
修
正

同

一
条
に
反
す
る
結
果
と
な
る
、
と
し
て
反
対
し
た
o

アメリカ合衆国における政教分離の原則

こ
の
第
一
の
法
案
に
対
す
る
、
大
統
領
の
拒
否
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
つ
い
て

次
の
よ
う
な
批
-
評
が
あ
る
。

「
大
統
領
は
、
議
会
が
宗
教
団
体
に
財
産
等
を
取
得
せ
し
め
る
目
的
で

宗
教
団
体
に
協
力
す
る
法
律
を
通
過
さ
せ
る
の
を
禁
じ
て
い
る
、
と
考
え

て
は
い
な
か
っ
た
。
彼
は
、
憲
法
が
、
英
国
国
教
会
の
よ
う
な
国
家
の
教

会
を
定
め
る
こ
と
を
禁
ず
る
趣
旨
で
あ
る
、
と
常
に
考
え
て
い
た
。
」

同
法
案
は
二
日
後
再
上
提
さ
れ
た
が
二
九
対
七
四
で
大
統
領
の
拒
否
が
支

持
さ
れ
た
。
こ
の
拒
否
権
の
行
使
に
よ
っ
て
議
会
と
大
統
領
の
聞
の
、
修
正

一
条
に
対
す
る
解
釈
に
相
違
が
み
ら
れ
る
が
、
大
統
領
は
、
以
上
の
二
法
案

を
拒
否
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
議
会
の
修
正
一
条
に
対
す
る
ゆ
る
や
か
な
解

釈
を
抑
制
し
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ω 
修
正
を
目
的
と
す
る
全
国
協
会
の
成
立

議
会
の
修
正
一
条
に
対
す
る
見
解
を
示
し
た
も
の
と
し
て
、
先
に
述
べ
た

上
院
司
法
委
員
会
の
、
付
属
牧
師
の
廃
止
を
求
め
る
請
願
に
対
す
る
報
告
書

が
あ
る
o

ま
た
、
議
会
の
修
正
一
条
に
対
す
る
解
釈
を
示
す
他
の
例
と
し
て

一
八
七

0
年
代
の
憲
法
修
正
運
動
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
南
北
戦
争
が
国
に
対
す
る
神
の
不
興
の
現
わ
れ
で
あ
る
と
す

る
信
念
の
下
に
、
オ
ハ
イ
オ
州
の
キ
ニ
ア

(Mgu)
で
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
た

め
の
会
議
が
開
催
さ
れ
た
。
こ
の
会
議
は
そ
の
後
発
展
し
て
一
八
六
四
年
、
「

合
衆
国
憲
法
に
対
す
る
宗
教
的
修
正
を
確
保
す
る
た
め
の
全
国
協
会
」
(
手
巾

Z
丘一
O口
同
-
〉
回
目

c
n
s
t
o
ロ
件
。
∞
巾
2
3
子品問巾]仲間
5
5
〉

B
g
L
B
8
2
D
F
O

ハU
O
ロ
E
E
C
Cロ
o
ご
Z
C
E百
円
同
盟
国
富
)
と
な
っ
た
。
こ
の
会
議
の
目
的
は
、

神
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
、
聖
書
が
宗
教
の
源
泉
で
あ
る
と
同
様
に
普
通
法

(
g
B
E
S
F当
)
と
善
良
の
道
徳
の
源
泉
(
子
工
o
E
S
5
0
ご
2
m
E
問。。
ι

北法16(1・85)85

B
0
3
5
 
で
も
あ
る
と
し
て
-
認
め
る
こ
と
を
、
憲
法
前
文
お
よ
び
、
他
の
適

当
な
部
分
に
規
定
し
、
憲
法
を
修
正
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

ノス



料

六
七
年
、
後
に
最
高
裁
の
判
事
と
な
っ
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ス
ト
ロ
ン
グ
(
円
宮

E
S
D
B
Z
o
d司
王
宮
ヨ

ω宮
】
ロ
隔
も
が
同
協
会
の
会
長
に
選
出
さ
れ
、

一
八
七

資

二
年
、
七
三
年
の
両
会
議
で
同
協
会
の
目
的
を
定
め
た
。
彼
の
見
解
に
よ
れ

ぽ
、
憲
法
が
神
、
聖
書
に
つ
い
て
の
規
定
を
欠
い
て
お
り
、
そ
の
た
め
、

「
我
々
の
間
に
、
以
下
の
よ
う
な
有
害
な
思
想
を
助
長
せ
し
め
た
。
す

な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
国
家
は
神
に
対
し
て
何
ら
関
係
も
持
た
ず
、
従
っ

て
、
そ
の
権
威
は
人
民
の
意
思
に
そ
の
根
源
を
有
す
る
に
と
ど
ま
り
、
政

府
は
人
間
の
低
次
の
欲
望
の
た
め
に
の
み
組
織
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

従
っ
て
、
国
家
が
宗
教
的
な
教
育
を
行
な
い
、
神
聖
を
冒
涜
し
ま
た
は
安

白
品
目
の
同
国
涜

(
P
D
P口町内可

2
F
r
g
F
L何時
qえ
芯
口
)
に
対
し
て
ハ
処
罰

の
〉
立
法
を
行
な
う
と
き
に
は
、
国
家
は
そ
の
権
限
を
越
え
る
こ
と
に
な

る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
o
」

当
時
す
で
に
聖
書
の
朗
読
(
回

E
O吋
gLgm)
は
憲
法
条
項
違
反
で
あ
る
、

と
す
る
訴
訟
が
提
起
さ
れ
(
郡
山
1
比
一
指
摘
肌
)
、
数
州
に
お
い
て
公
立
校
に

お
け
る
朗
読
が
廃
止
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
こ
の
問
題
お
よ
び
、
同
様
な
問
題
が

内

4
}

注
目
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。

会
長
ス
ト
ロ

γ
グ
は
、
現
行
憲
法
の
下
で
正
当
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の

聖
書
の
朗
読
に
対
す
る
攻
撃
、
安
息
日
法

3
0ゲ
ゲ
呉

r
F
4凹
)
お
よ
び
一
夫
多

妻
禁
止
法
(
〉
口
片
岡
宮
ぞ
官
B
三
2ω)
の
制
定
を
取
り
あ
、
げ
、
同
協
会
の
目
的

と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
す
な
わ
ち
、

「
全
国
協
会
は
、
全
能
の
神
が
、
国
家
の
存
在
の
創
始
者
、
国
家
の
権

威
の
窮
極
の
根
源
で
あ
り
、
イ
エ
ユ
・
キ
リ
ス
ト
が
国
家
の
支
配
者
で
あ

り
、
聖
書
が
国
法
の
源
泉
で
あ
る
こ
と
を
正
し
く
理
解
さ
せ
る
よ
う
に
、

憲
法
に
対
す
る
修
正
を
行
な
う
目
的
を
も
っ
て
組
織
さ
れ
て
来
た
も
の
で

あ
る
。
ま
た
、
同
協
会
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
合
衆
国
が
キ
ロ
ス
ト
教

国
(
わ

Z
E
F
g
g
t
o
ι

で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
あ
ら
ゆ
る
キ
ロ
ユ
ト
教

的
法
律
・
制
度
・
慣
習
を
、
国
の
憲
法
を
基
礎
と
し
て
我
々
の
政
府
に
導

ハ
5
〉

入
す
る
よ
う
に
、
憲
法
を
修
正
す
る
目
的
で
組
織
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
」

と
し
た
。

北法16(1・86)86 

公
立
校
の
聖
書
朗
読
を
違
憲
と
す
る
数
州
の
判
決
を
契
機
と
し
て
、
右
の

よ
う
な
立
場
に
立
つ
「
合
衆
国
憲
法
に
対
す
る
宗
教
的
修
正
を
確
保
す
る
た

め
の
全
国
協
会
」
の
憲
法
修
正
の
運
動
に
対
し
て
、
他
方
、
公
立
校
に
お
け

る
教
派
的
な
宗
教
教
育
を
否
定
す
る
立
場
か
ら
の
、
憲
法
修
正
提
案
が
大
統

領
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。

大
統
領
グ
ラ
ン
ト
の
修
正
提
案

す
な
わ
ち
、
一
八
七
五
年
、
公
立
校
に
お
け
る
宗
教
教
育
を
否
定
す
る
立

(3) 場
に
立
つ
グ
ラ
ン
ト
大
統
領
は
、
議
会
に
対
す
る
年
頭
教
書
で
、
連
邦
憲
法

に
対
す
る
次
の
よ
う
な
修
正
を
す
る
こ
と
を
求
め
た
。
す
な
わ
ち
、

「
各
州
が
、
性
、
人
種
、
生
地
、
宗
教
に
か
か
わ
り
な
く
、
州
の
管
轄



内
に
お
い
て
、
初
等
教
育
の
段
階
の
す
べ
て
の
児
童
に
対
し
て
、
彼
ら
の

教
育
を
行
な
う
無
料
の
公
立
校
を
建
て
、
恒
久
的
に
維
持
す
る
こ
と
を
義

務
と
す
る
こ
と
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
学
校
に
お
い
て
、
宗
教
的
、
無

神
論
か
、
あ
る
い
は
異
教
徒
的
な
主
義
を
教
え
る
こ
と
を
禁
ず
る
こ
と
o

ま
た
、
連
邦
議
会
、
地
方
公
共
団
体
の
議
会
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
公
的

な
機
関
が
学
校
基
金
、
あ
る
い
は
学
校
税
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
一
部
を

宗
教
ま
た
は
教
派
に
対
し
、
直
接
的
ま
た
は
間
接
的
に
利
益
を
与
え
、
ま

(
6〉

た
は
援
助
を
行
な
う
た
め
に
、
支
出
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
こ
と
。
」
(
傍
点

筆
者
)

同

彼
は
こ
の
教
書
の
中
で
、
右
の
よ
う
な
修
正
提
案
の
必
要
性
だ
け
で
は
な

く
、
以
下
の
よ
う
な
立
法
の
必
要
性
を
も
強
調
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

ヂメリカ合衆国における政教分離の原則

「
教
会
と
国
家
は
永
久
に
分
離
さ
れ
(
∞
町
宮
S
Z
)
区
別
さ
れ
る
(
長
2
5
2
)

し
か
し
、
こ
の
両
者
は
お
の
お
の
、
そ
の
分
野
に
お
い
て
自
由
で
あ
り
、

す
べ
て
の
教
会
財
産
は
適
当
な
比
率
の
租
税
を
負
担
す
る
も
の
と
す
る
」
。

こ
の
よ
う
な
憲
法
修
正
を
求
め
る
彼
の
立
場
は
、
一
八
七
六
年
、

O
年
の
共
和
党
の
綱
領
宣
言
(
同
名
手
一

5
ロ
E
H
q
宝
山
氏
O
H
B凹
)
と
、
一
八

七
六
年
の
禁
札
舵
綱
領
宣
言

(For-Eoロ
可

R
q
E
ω
門
『

0
5互
に
よ
っ
て

一
八
八

支
持
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。

こ
の
二
つ
の
共
和
党
お
よ
び
禁
酒
党
の
綱
領
宣
言
に
対
し
て
、
民
主
党
は

教
会
と
国
家
と
言
う
二
重
の
分
離
(
己
伝
言
。
1
E
L
m
m
宮

E
-
2
0『
n
F
5
7

山
口
仏
丸
山
円
。
)
と
、
教
派
(
再
三
ま
た
は
信
条

(22L)
に
対
す
る
公
金
の
支
出

の
禁
止
を
肯
定
す
る
立
場
を
示
し
た
(
け
…
一

M
M
J
Uみ
一
夜
間
一
引
叫
ん
諸
山
村
均
一

州
一
淳
一
一
鉱
)
。
し
か
し
、
同
党
は
、
共
和
党
の
提
案
は
州
権
を
侵
害
し
、
公

立
校
に
関
す
る
教
派
的
な
闘
争
を
刺
激
す
る
こ
と
と
な
る
、
と
し
て
反
対
し

Tこ
こ
の
よ
う
な
、
学
校
で
の
教
派
主
義
(
招
2
E
E
E
B
)
の
問
題
に
世
間
の

関
心
が
集
め
ら
れ
て
い
る
状
況
の
下
で
、
新
た
な
憲
法
修
正
提
案
が
下
院
に

な
さ
れ
る
。

(4) 

ブ
レ
イ
ン
修
正
提
案

一
八
七
五
年
一
二
月
一
回
目
、
す
な
わ
ち
、
修
正
一
四
条
制
定
の
七
年

後
、
以
下
の
よ
う
な
修
正
提
案
於
ブ
レ
イ
ン

Q
5
2
0・

5
長
に
よ
っ
て

下
院
に
提
出
さ
れ
た
。

「
い
か
な
る
州
も
公
認
の
宗
教
を
定
め
る
こ
と
に
関
す
る
法
律
、
あ
る

い
は
自
由
な
宗
教
活
動
を
禁
止
す
る
法
律
を
制
定
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
ま
た
、
各
州
に
お
い
て
、
公
立
校
維
持
の
た
め
に
租
税
に
よ
り
徴
集

さ
れ
た
資
金
、
あ
る
い
は
そ
の
た
め
に
公
的
基
金
か
ら
引
出
さ
れ
た
資
金
、

ま
た
は
そ
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
公
有
地
は
、
宗
教
的
教
派
あ
る
い
は
分

派
の
支
配
の
下
に
置
か
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
徴
集
さ

れ
た
資
金
、
そ
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
公
有
地
を
教
派
、
あ
る
い
は
分
派

北法16(1・87)87



料

の
間
に
配
分
し
て
は
な
ら
な
い
。
」

(ZC
由

g
g
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Z
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E
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ι
S
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D
P
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H

m
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田
口

U
1
5
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L
C
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山
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5
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資

こ
の
修
正
案
は
翌
一
八
七
六
年
八
月
四
日
、
司
法
委
員
会
に
送
付
さ
れ

た
。
し
か
し
、
こ
の
提
案
に
対
し
て
、

「
本
条
は
連
邦
議
会
に
お
け
る
立
法
権
を
放
棄
し
、
拡
大
し
、
縮
減
す

る
も
の
で
は
な
い
。
」

と
す
る
条
項
が
付
加
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
同
修
正
条
項
が
連
邦
権
を
拡
大
す

る
こ
と
と
な
る
、
と
い
う
懸
念
を
和
ら
げ
る
た
め
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
の
よ
う
な
形
の
修
正
条
項
は
一
八

O
対
七
の
圧
倒
的
多
数
で
下
院
を

通
過
し
、
上
院
に
送
付
さ
れ
、
同
七
日
に
は
上
院
の
司
法
委
員
会
に
付
託
さ

れ
た
。
同
委
員
会
は
次
の
三
点
で
下
院
の
提
案
と
異
な
る
修
正
を
勧
告
し

た
o

す
な
わ
ち
、

)
 
e
l
 
(
 

(
同
条
項
の
公
金
支
出
の

1
筆
者
註
)
禁
止
は
学
校
を
設
立
す
る
日

、
、
、
、
、

的
の
た
め
に
特
に
徴
集
さ
れ
た
資
金
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
い
か
な
る
公

金
に
対
し
て
も
同
様
に
禁
止
さ
れ
る
、
と
拡
張
す
る
。

ω
同
条
項
は
州

に
対
す
る
と
同
様
に
連
邦
政
府
に
対
し
て
も
適
用
さ
れ
る
。
山
連
邦
議

会
は
、
「
本
条
項
違
反
に
対
す
る
処
罰
と
〈
行
為
の
)
差
止
め
に
必
要
な

ハ
日
)

立
法
を
行
な
う
」
権
限
を
有
す
る
。
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と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
上
院
は
こ
れ
ら
を
審
議
の
末
、
八
月
-
}
日
、

二
七
対
一
五
で
、
同
委
員
会
の
提
出
し
た
代
案
を
受
け
入
れ
た
。
し
か
し
、

八
月
一
四
日
、
右
の
上
院
修
正
案
を
提
出
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
動
機
は
、

二
八
対
一
六
で
必
要
な
三
分
の
二
の
議
決
数
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
、
否
決

さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
、
上
院
の
見
解
と
態
度
の
変
更
の
過
程
は
上
院
で
の
審
議
に

お
い
て
示
さ
れ
る
が
、
こ
の
提
案
条
項
と
審
議
の
結
果
か
ら
、
ラ
ー
ド
ナ
ー

は
次
の
よ
う
な
三
つ
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
。

第
一
に
、
上
院
・
下
院
の
修
正
提
案
は
、
共
に
「
国
教
を
定
め
る
こ
と
に

関
す
る
法
律
」
の
制
定
を
禁
止
す
る
と
す
る
条
項
に
始
ま
り
、
次
に
、
宗
教

教
育
に
対
す
る
公
金
の
支
出
を
禁
止
す
る
と
す
る
条
項
を
規
定
す
る
に
至
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
二
つ
の
条
項
は
分
離
し
た
、
排
他
的
な
条
項
と
し

て
取
扱
わ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
の
国
教
の
禁
止

が
自
動
的
に
第
二
の
公
金
の
支
出
の
禁
止
を
含
む
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
か



っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
上
院
の
修
正
案
に
賛
成
意
見
を
述

ベ
、
こ
れ
に
投
票
し
た
上
院
議
員
ク
リ
ス
チ
ア

γ
ス
イ

(
わ
ゲ
ユ
丘
町
口
口
可
)
は

下
院
の
解
釈
を
次
の
理
由
か
ら
批
判
し
た
。

「
そ
れ
は
単
に
こ
れ
ら
の
行
為
を
州
に
禁
じ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
達

、
、
、
、
、
、

邦
に
対
し
て
禁
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
現
在
効
力
を
有
し

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

て
い
る
合
衆
国
憲
法
の
下
で
は
、
合
衆
国
は
宗
教
上
の
目
的
の
た
め
に
土

地
を
付
与
し
、
租
税
を
賦
課
し
、
公
金
を
支
出
す
る
権
能
を
完
全
に
有
す

る
の
で
あ
る
。
」
(
傍
点
筆
者
)

同

第
二
に
、
上
院
の
解
釈
は
こ
の
修
正
の
規
定
す
る
禁
止
条
項
が
、
学
校
も

し
く
は
そ
の
他
の
施
設
に
お
け
る
聖
書
の
朗
読
を
禁
止
す
る
よ
う
に
解
釈
さ

アメリカ合衆国における政教分離の原則

れ
て
は
な
ら
な
い
、
と
言
う
こ
と
を
特
に
示
し
て
い
る
。

第
三
に
、
上
院
が
こ
の
修
正
条
項
を
否
定
し
た
こ
と
は
、
審
議
に
お
け
る

討
論
か
ら
考
え
て
、
宗
教
教
育
に
対
す
る
公
金
支
出
の
禁
止
の
原
則
が
、
認

め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
の
で
は
な
く
、
た
だ
こ
の
原
則
を
満
足
さ
ぜ

る
適
当
な
方
法
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

結
局
、
こ
の
プ
レ
イ
ン
修
正
案
は
失
敗
に
終
っ
た
が
、
し
か
し
こ
の
修
正

案
が
議
会
に
お
い
て
論
議
さ
れ
た
結
果
、
宗
教
的
な
活
動
の
た
め
の
「
公
金

支
出
の
禁
止
」
条
項
が
関
心
を
集
め
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
こ
の
や
プ
レ
イ
ン
修
正
案
が
議
会
で
論
議
さ
れ
た
一
八
七
六
年

以
降
、
連
邦
議
会
が
、
連
邦
に
加
入
を
希
望
す
る
州
に
対
し
て
、
州
憲
法
が

こ
れ
ら
宗
教
的
活
動
の
た
め
の
「
公
金
支
出
」
に
関
す
る
条
項
を
規
定
す
る

よ
う
要
求
し
た
こ
と
に
示
さ
れ
よ
う
。

プ
レ
イ
γ
修
正
が
失
敗
し
た
理
由
の
う
ち
、
最
も
主
要
な
も
の
は
、
多
く

の
州
憲
法
が
す
で
に
修
正
案
と
同
様
な
規
定
を
有
し
て
お
り
、
従
っ
て
、
プ
レ

イ
ン
修
正
は
も
は
や
必
要
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
討

そ
の
他
の
理
由
と
し
て
マ
イ
ヤ
l
は
、
連
邦
に
対
し
て
州
権
の
保
持
を
意

図
す
る
勢
力
め
存
在
お
よ
び
、
上
院
の
投
票
は
本
来
ま
っ
た
く
党
派
的
な
も

の
で
あ
る
こ
匂
を
あ
げ
る
。

ブ
レ
イ
ン
修
正
案
は
失
敗
に
終
っ
た
が
、
こ
の
修
正
の
提
案
は
当
時
の
、

学
校
教
育
に
お
け
る
教
派
教
育

(
ω
2
S
H
F
S
Eロ
g
t
g
)
の
排
除
を
目
的
と

す
る
、
一
連
の
運
動
の
頂
点
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
学
校
教
育
に

お
い
て
教
派
の
影
響
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
問
題
は
特
に
新
し
い
も
の
で
は

な
い
。
す
な
わ
ち
、
公
的
な
教
育
組
織
が
整
備
さ
れ
た
当
初
の
段
階
に
お
い

て
、
道
徳
的
な
指
導
は
、
聖
書
の
朗
読
、
主
の
祈
祷
の
読
諦
(
同

E
邑

え

任
巾
戸
D

民間一
P
ミ
ゆ
る
、
讃
美
歌
の
斉
唱
(
巴
口
四
一
口
問
。
町

}
q
Bロ
凹
)
が
、
児
童
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の
道
徳
的
な
性
格
形
成
に
適
切
で
あ
り
当
を
得
た
も
の
で
あ
る
、
と
言
う
理

由
か
ら
、
広
範
に
受
け
容
れ
ら
れ
て
来
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
傾

向
は
一
八
五

0
年
代
ま
で
続
き
、
こ
の
時
代
に
は
、
学
校
に
お
け
る
宗
教
の



キヰ

問
題
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
展
開
さ
れ
る
に
至
る
。
特
に
こ
の
場
合
、
公
立
校

に
お
け
る
聖
書
の
朗
読
と
、
教
区

h
一宮町

2
r
E
J
r
o
c
-
)
に
対
す
る
公
け

資

の
援
助
の
よ
う
な
問
題
に
注
意
が
集
中
し
た
。
こ
の
よ
う
な
反
教
派
的
運
動

(日比四

l
R口
窓
口

E
B
O
S
B
2
6
は
、
そ
の
目
的
と
し
て
、
各
教
派
の
教
義
宣

伝
の
た
め
の
、
聖
書
の
使
用
を
禁
止
す
る
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
、
教
派
的

な
闘
争
と
羨
望
を
除
去
し
よ
う
と
し
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
運
動
の
持
つ
本
質

的
な
意
味
は
、
教
派
主
義
を
否
定
す
る
こ
と

(
ロ
ロ
ロ
均
三
包
宮
町
B)
が
各
教

派
の
共
存
の
基
礎
と
し
て
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
、
に
あ
る
。

結
局
、
ブ
レ
イ
ン
修
正
は
、

「
合
衆
国
憲
法
に
対
す
る
宗
教
的
修
正
を
確

保
す
る
た
め
の
全
国
協
会
」
と
、
同
協
会
の
会
長
で
あ
っ
た
ス
ト
ロ

γ
グ
判

事
が
考
え
て
い
た
よ
う
な
、
反
宗
教
的
、
反
キ
リ
ス
ト
教
的
な
運
動
を
意
味

す
る
も
の
で
は
な
く
、
以
上
に
の
ベ
た
単
な
る
反
教
派
主
義
運
動
の
集
約
的

な
表
現
に
と
ど
ま
る
と
評
価
さ
れ
よ
れ
匂
こ
の
よ
う
な
立
場
を
示
す
も
の
と

し
て
、
ク
1
リ
l
の
憲
法
解
釈
が
あ
る
。

(5) 

ク
l
リ
l
の
憲
法
解
釈
等

一
八
六
八
年
、
す
な
わ
ち
、
上
院
が
ブ
レ
イ
ン
修
正
案
を
取
り
あ
げ
た
八

年
前
に
、
ク
l
リ
l

は
「
憲
法
上
の
限
界
」

(斗

r
o
g
g
冨・

ncc-G)

(nOB去三日。ロ
mw-

C
B
H
S巳
05)
の
中
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、

北法16(1・90)90

「
い
か
な
る
ア
メ
リ
カ
の
憲
法
の
下

(EL句

E
可
え
子
。
〉

E
E
gロ

2
5
5
E
Zロω)

に
お
い
て
も
、
以
下
の
こ
と
は
違
法
で
あ
る
。

ー
、
公
認
の
宗
教
を
定
め
る
こ
と
に
関
す
る
法
律
(
を
制
定
す
る
こ
と
。
)

2
、
租
税
あ
る
い
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
っ
て
、
宗
教
教
育
(
円
己
記

g
g

-ロ
2
2
2
5ロ
)
を
強
制
的
に
維
持
す
る
こ
と
。
こ
れ
は
一
教
派
を
他

の
教
派
と
差
別
し
て
優
遇
し
て
は
な
ら
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
あ
ら

ゆ
る
宗
教
教
育
を
行
な
う
こ
と
も
ま
た
、
ま
っ
た
く
任
意
に
行
な
わ

(
凶
〉

れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
」

こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
反
キ
リ
ス
ト
教
的
、
あ
る
い
は
反
宗
教
的
な
立
場

か
ら
で
は
な
く
、
反
教
派
主
義
的
立
場
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
評
価

さ
れ
る
に
せ
よ
、
他
面
、
教
会
と
国
家
の
関
係
に
つ
い
て
の
一
つ
の
定
着
化

現
象
と
し
て
の
評
価
も
ま
た
同
様
に
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
ク

ー
リ
l
の
解
釈
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
点
は
、
そ
の
七
年
後
に
プ
レ
イ
γ
修

正
案
が
下
院
に
提
出
さ
れ
る
に
至
っ
て
、
こ
の
当
時
の
、
教
会
と
国
家
の
関

係
に
つ
い
て
の
、
国
民
感
情

(Zえ
5
ロ乙

m
g
t
S
2
6
に
よ
っ
て
哀
づ
け
ら

れ
た
、
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
、
こ
の
よ

う
な
教
会
と
国
家
の
関
係
に
つ
い
て
の
定
着
化
現
象
は
、
単
に
反
教
派
主
義

的
立
場
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
た
、
と
解
釈
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は



な
く
、
両
者
の
関
係
が
で
き
る
か
、
ぎ
り
分
離
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
の
感

情
が
一
般
化
さ
れ
た
、
と
呂
田
う
評
価
も
見
落
す
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
ヤ
)

た
と
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
点
で
ウ
l
ル
ゼ
何
百
宮
え
0
5
当
ooZ同)が、

こ
れ
ま
で
史
上
に
知
ら
れ
て
来
た
教
会
と
国
家
の
関
係
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま

な
形
態
に
つ
い
て
書
き
、
次
の
よ
う
に
結
ん
だ
こ
と
は
、
両
者
の
分
離
と
い

う
問
題
が
広
く
受
け
容
れ
ら
れ
て
来
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
、
と
し
て
と

ら
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、

白

「
通
常
の
市
民
活
動
の
分
野
に
お
け
る
権
利
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要

な
保
護
の
態
様
と
程
度
が
、
分
離
は
完
全
な
も
の
で
あ
る
べ
き
こ
と
を
要

求
す
る
か
ぎ
り
、
教
会
と
国
家
の
間
の
関
係
の
最
終
的
な
形
態
は
、
す
な

わ
ち
、
完
全
な
分
離
の
形
態
(
な
の
で
あ
る
U
筆
者
)
。
こ
れ
は
合
衆
国

の
す
べ
て
の
州
を
貫
ぬ
く
遺
り
方
(
立

g)
な
の
で
あ
る
。
」

アメリカ合衆国における政教分離の原則

こ
の
よ
う
な
、
分
離
の
原
則
が
合
衆
国
に
広
範
に
認
め
ら
れ
た
の
に
対
し
、

他
方
、
同
時
に
合
衆
国
は
キ
リ
ス
ト
教
国

(ω2ロ
S
E
5
5ロ
)
で
あ
る

と
す
る
考
え
も
認
め
ら
れ
た
こ
と
は
植
民
地
時
代
の
歴
史
的
背
景
か
ら
み
て

当
然
の
こ
と
な
が
ら
重
要
で
均
か
。
こ
の
意
味
で
合
衆
国
に
お
け
る
教
会
と

国
家
の
分
離
の
原
則
が
、
一
方
に
お
け
る
分
離
の
原
則
の
確
立
と
、
他
方
に

お
け
る
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
国
た
る
こ
と
の
確
認
と
い
う
、
相
互
に
矛
盾

す
る
理
念
の
中
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
き
わ
め
て
重
要

で
あ
る
。
大
統
領
グ
ラ
ン
ト
が
、
教
育
の
分
野
に
お
け
る
教
派
主
義
に
反
対

す
る
と
同
時
に
、
他
方
、
キ
リ
ス
ト
教
的
立
場
に
基
づ
き
、
一
夫
多
妻
(
吉
一
マ

問
問
呂
可
)
の
追
放
を
求
め
て
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、

「
自
由
な
、
啓
発
さ
れ
た
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
国
家

(
q
b
ミ
h
H
定
詰

円
b
R
W
由
旬
、
し
て
)
に
お
い
て
、
世
間
の
良
識
、
道
徳
に
対
す
る
最
も
悪
質
な
犯

罪
を
処
罰
す
る
権
能
を
国
家
が
有
す
る
こ
と
な
く
、
一
夫
多
妻
が
存
在
し

う
る
と
言
う
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
も
不
合
理
な
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
」

と
述
べ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
、
相
互
に
矛
盾
す
る
理
念
の
存
在
を
示
す
も
の

で
あ
ろ
う
。
ま
さ
に
、
合
衆
国
に
お
け
る
、
教
会
と
国
家
と
の
聞
の
正
確
な

境
界
線
は
、
こ
の
よ
う
な
理
念
の
克
服
の
上
に
立
つ
て
は
じ
め
て
引
か
れ
得

ハ幻〕

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
し
て
、

一
八
七

0
年
代
の
修
正
条
項
を
め
ぐ
る
運
動
、
提

案
、
解
釈
は
、
全
国
的
な
注
目
を
集
め
た
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
結
局
、
教

会
と
国
家
の
関
係
に
つ
い
て
の
明
確
な
基
準
が
立
て
ら
れ
る
ま
で
に
は
至
ら

な
か
っ
た
。
こ
の
後
、
い
く
つ
か
の
修
正
お
よ
び
、
修
正
案
に
対
す
る
見
解

が
み
ら
れ
る
。

北法16(1・91)91

た
と
え
ば
、
こ
の
後
の
憲
法
修
正
案
の
う
ち
、
最
近
の
も
の
と
し
て
、
一

九
三
七
年
、
上
院
議
員
ボ
ロ

1
3
0
3
r
)

に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
も
の
が

あ
る
。
こ
れ
は
、
連
邦
最
高
裁
の
判
決
に
よ
り
(
吋
UH--
五回目
J
一注目九川
i



料

一
一
切
嶋
崎
飢

y
d…
一
位
一
一
日
嗣
同
一
段
一
一
唯
一
清
一
明
け
M
M
R
時
一
抗
告
一
一
川
f
附
わ
れ
)
、
修
正

一
四
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
「
適
正
手
続
」

2
5
匂

Hong日
)
が
宗
教
条
項

に
及
ば
な
い
、
と
す
る
こ
と
が
明
ら
か
と
さ
れ
た
た
め
、
提
案
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
彼
の
修
正
案
の
第
一
節
は
、
連
邦
修
正
一
四
条
の
廃
止
を
規
定

資

し
、
第
二
節
は
修
正
一
四
条
と
同
趣
旨
の
規
定
を
置
き
、

「
適
正
手
続
」
の

匂
を
、

「
法
の
執
行
お
よ
び
強
制
に
あ
た
る
執
行
団
体
お
よ
び
司
法
団
体
の

手
続
に
の
み
関
す
る
」
も
の
と
し
て
用
い
る
よ
う
に
定
め
、
第
三
節
に
は
次

の
よ
う
に
、
州
の
行
為
に
対
す
る
特
別
な
保
障
を
規
定
し
た
。
す
な
わ
ち
、

、
、
、
、
、
、

「
い
か
な
る
州
も
公
認
の
宗
教
を
定
め
る
こ
と
に
関
す
る
法
律
、
あ
る

い
は
、
自
由
な
宗
教
活
動
を
禁
止
す
る
法
律
を
制
定
し
、
あ
る
い
は
強
制
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
あ
る
い
は
言
論
、
ま
た
は
出
版
の
自
由
を
奪
い
、
あ

る
い
は
、
州
ま
た
は
連
邦
政
府
に
対
し
て
、
不
満
の
救
済
を
求
め
て
、
平
穏

に
集
会
し
、
請
願
す
る
国
民
の
権
利
を
奪
う
法
律
を
制
定
あ
る
い
は
強
制

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」

(
Z
c
ω
S
H
o
m
z
z
g
m
r
o円

E
F
R
m
g可

F
当

5
8
2巴ロ
m
g
g
E
r
-
-岱
5
2け

D町

Hm一
応
一

cロ
D同
唱

g
E玄
同

E
m

p
m
r
z
Z
2包
括
任
。
2
0『
山

CHω
ゲ
ユ
仏

m
E
m
手
ω
P
2
L
D
E
C『
名

2
n
y

O
H
o
h
同
}
凶
巾
可
円
角
川
切
町
一

O『
早
出
口
問
}
見

oh
己

高

官

巾

O立
何
回
】
何
回
口
巾

hLu一
同
門

O

EmEHHr{内
山
田
口
門
日

S
M】
己
主
Oロ
H
r
o
ω
S
H
O
2
H
r
o
O
D〈何百
5
3片
岡

O門
田

ハ
刊
叫
)

同
巾
《
同
月
凹
凹

O
町

四

片

岡

04ω
口
口
何
回
・
1
)

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
修
正
案
は
、
も
は
や
全
国
的
な
規
模
で
問
題
に
さ
れ

円
U
H
V

る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

北法16(1・92)92

こ
の
後
、
こ
れ
ら
修
正
案
の
う
ち
、
特
に
や
プ
レ
イ
ン
修
正
案
に
触
れ
た
も

の
と
し
て
、
一
九
四
三
年
に
至
り
、
ブ
レ
イ
タ
リ
ー
(
巧
じ

E
S
担
保
巾
芝

が
、
右
の
修
正
案
は
採
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
、
と
す
る
立
場
か
ら
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
同
修
正
は
採
用
し
て
お
く
べ
き
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
以
来
、
潮
流
は

別
の
方
向
へ
向
け
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
各

州
に
お
け
る
目
隠
立
法
(
∞
g
岳
町
『
岡
山

m
E
C
Dロ
)
の
多
く
の
復
活
、
教
派

の
支
配
下
に
置
か
れ
た
学
校
に
対
す
る
政
府
に
よ
る
、
何
十
万
ド
ル
も
の

支
出
、
連
邦
議
会
に
対
す
る
宗
教
的
な
立
場
か
ら
の
憲
法
に
対
す
る
修
正

案
と
、
日
曜
立
法
を
求
め
る
法
案
、
お
よ
び
、
請
願
の
多
数
に
示
さ
れ
て

ハ
お
〉

い
る
の
で
あ
る
。
」

(

1

)

H

h

m

w
円
ハ

F
2・
0
司

-nx-
℃
-

H
回
目
・

〈

2
)
H
E
P
-
司

-HH由・

(

3

)

同》
r凶
J

同
】
-
H
H
由
・

(

4

)

た
と
え
ば
、
ス
ト
ー
リ
ー
判
事
(
』

g同
町
出

2
2
S
は
一
八
七
三

年
、
「
聖
書
の
朗
読
お
よ
び
、
同
様
な
問
題
は
(
世
間
の
〉
注
目
を

集
め
、
最
終
的
な
解
決
を
求
め
て
い
る
」
と
述
べ
、
こ
の
問
題
に
対

す
る
注
意
を
喚
起
し
た
。

H
Z
ι
J
H】・

HN0.

(
5
)

司

5
2
E
E想
。
間
同
Z
Z
E
G
g
-
n
cロ〈
g
z
oロ
S
ω
2
C
3
p
o

河
内
一
応

5
5
〉

E
g
L
ヨ
g
件。『

H
r
m
n
o
g己
E
Z
C
E
D『
子
。

C
認
可
仏



同

ω
E
O凹
(
司
}
回
二
白
骨
一
耳
目

P
H∞叶
ω
)
L
V
M
-

こ
の
会
議
は
一
八
七
三
年

二
月
二
六
、
二
七
日
の
両
日
、
ニ
ュ

l

・
ヨ

l

p
市
に
お
い
て
開
催

さ
れ
た

o

F日《
T
O♂
D旬
・
巳
了
司
-HN0・

(

6

)

門
リ

D口
問
括
協
同

O口
mL
河内

nDMλY
〈

o--AH-HU--吋
印
・
』
ロ

O丹市
L
r可

戸
田
円
品
目
。
♂

0日
y
n
F
f
司
-HNH
・

(

7

)

同
党
は
一
八
六
九
年
に
結
成
さ
れ
、
酒
類
の
製
造
販
売
禁
止
を
政

策
と
し
て
掲
げ
た
も
の
で
あ
る
。

(

8

)

彼
は
一
八
八
四
年
の
共
和
党
の
大
統
領
候
補
者
で
あ
っ
た
o

こ
の

修
正
案
は
同
年
の
大
統
領
選
の
主
要
な
問
題
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

(
9
〉
修
正
一
四
条
制
定
の
七
年
後
も
、
こ
の
ブ
レ
イ
ン
修
正
案
が
提
出

さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
議
会
は
、
修
正
一
四
条
に
は
、
権
利
宣
言

(
こ
こ
で
は
宗
教
条
項
で
あ
る
が
)
を
含
め
て
考
え
て
い
な
か
っ
た

と
す
る

o

k

F

E

巧
・

ζ
q
R
吋

Z
ω
Eロ
巾
〉
5
E
Z
E

S
仏
子
巾
回
=
え

m
M
m
r
F
2
回
目
2
日
仏
戸

ω若
同

2
5君
主

f

(一芯印同)・

(

叩

)

(

リ

D口
開
門
何
回
目
芯
口
同
]
問
。
口

DHL-
ぐ
o
-
-
P
旬・印

g
o
w
(同∞叶凸
)
-
A
g
R
L

s
k
H
F
O
L
J司
-
z
q
q
w
同，

Z

E
巳
口
。
〉

g
m
E
Z
E
B仏
子
。

∞ニ

]
o
h
何一

mrzw
由
品
目
Rd刊
日
仏
門
回
当

HNoio毛
主
ケ
(
回
申
印
同
)
・

(日

)
(
U
O出向岡市
E
C
E一
河
内

8
E
-
〈

o--h匹
、
官
・
日
仏
日

ω、
』
ロ
。

Z
L
r
M、

戸
白
同
色
口
。
♂
。
口
-nHF
司
-HNH
・

(
ロ
)
円
、
日
仏
ロ

2
・
0匂
・
口
町
・
匂
-HNN・

ハ
日
)
た
と
え
ば
、
こ
れ
ら
の
例
と
し
て
、
ノ
1

ス
・
ダ
コ
タ
州
公
∞
∞

3
、
サ
ウ
ス
・
ダ
コ
タ
州

(gmwS、
モ
ン
タ
ナ
州
(
同
∞
∞

3
、
ワ
シ

プメリカ合衆国における政教分離の原則

ン
ト
ン
州
企
∞
一
∞
由
〉
、
ユ
タ
川

2
3
3、
オ
ク
ラ
ホ
マ
州

(
5
0
3、

ニ
ュ

l

・
メ
キ
シ
コ
州

(
H
S
N
)、
ア
リ
ゾ
ナ
州

(
H
2
3
憲
法
が

あ
げ
ら
れ
よ
う
。
(
憲
法
制
定
・
合
衆
国
加
盟
年
次
)
ア
リ
ゾ
ナ

州
の
場
合
は
「
公
金
ま
た
は
公
け
の
財
産
守
口
Z
5
E
Cロ
ミ

O
H
Y
D
-

HU巾
ユ
可
)
は
、
い
か
な
る
宗
教
的
礼
拝
、
行
事
ま
た
は
説
教
(
円
。

rm-DE

君。同凹
r
f
w
a巾
5
5
0
2
5浮
2
2
5ロ
)
に
も
、
ま
た
、
い
か
な
る
宗

派
(
円
巾
一
釘

5
5
2
g
r
}』
ω
r
s
g門
)
の
援
助
の
た
め
に
も
、
支
出
ま
た

は
提
供
し
て
は
な
ら
な
い
o
」

(
E
・
一
二
)
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
州
憲
法
に
お
け
る
こ
の
種
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
小
倉
庫
次
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
州
憲
法
の
研
究
(
有
斐
閣
、
昭
和
三
六
年
)
三
七

J
三
八
頁
に
く
わ
し
い
。

(

H

)

ブ
ラ
ン
ク
フ
ル
タ

l
判
事
は
マ
ヅ
カ
ラ
ム
事
件
(
宮
広
三

-zg

〈
-
∞

o日
仏

O『
開

ι戸
ロ
同
巳
。
コ

ω∞
ω

C・
ω
-
M
C
ω
w
N
-
N
(
H
E∞
)
に
お

い
て
、
合
衆
国
に
お
け
る
宗
教
教
育
の
歴
史
を
跡
づ
け
、
プ
レ
イ

γ

修
正
に
触
れ
、
同
修
正
案
の
失
敗
は
主
と
し
て
、
こ
の
理
由
に
帰
せ

ら
れ
る
と
す
る
。
な
お
、
第
四
章
参
照
。

(

日

)

と

Z
L
巧
・
宮
内
百
円
切
斗

Z
H出
向

5
0
〉

2
E
3
E
E仏
子
。

回一

-
o『
HN一向
rzw
品
仏
国
民
〈
印
吋
門
-
F
O耳
討
。
〈

HO当
?
?
酔
(
同
由
一
己
)
・
上

院
の
投
票
が
、
目

E
S
l国
a
g
大
統
領
選
挙
運
動
の
最
盛
期
に
行

な
わ
れ
た
こ
と
を
そ
の
理
由
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の

投
票
で
イ
ン
デ
イ
ア
ナ
の
共
和
党
員
、
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
(
玄
口
円

)
0
5
5

が
反
対
面
訴
を
投
じ
て
い
る
。

(
日
)
同
国
同
o
n
r
E
R
g
o
-
に
つ
い
て
は
す
で
に
「
宗
教
学
校
」
、
「
教
区

北法16(1・93)93
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附
属
校
」
と
い
う
邦
訳
が
あ
る
(
翫
れ
批
M
f
」「
7
U
リ
一
一
世
刊
一
一
川
叫

ぶ
一
時
官
イ
聞
1
)
が
、
こ
こ
で
は
各
教
派
が
そ
れ
ぞ
れ
の
教
派
の
費

用
に
よ
っ
て
い
る
教
区
ご
と
の
学
校
と
し
て
の
性
格
に
鑑
み
、
「
教

区
校
」
を
用
い
る
こ
と
と
し
た
。

(

口

〉

F
R
L
E肖

c
u
-
a門
J
司

-HNU・

(

日

)

吋

r
o
B
g
冨
-nco}ミ
-
n
c
g
t門戸円芯ロ
ω
-
C
E
I
E
0
5
(一
三
四
LJ

国

0
m
g
p
g
g
y
℃・品目由・

右
の
著
書
に
つ
い
て
は
直
接
参
照
を
す
る
こ
と
を
得
な
か
っ
た
o

F
阻
止
ロ
日
の
論
文
引
用
に
よ
る
。

(
四
)
円
、
同
町
仏
ロ
巾
♂

O℃
-
a了
間
}-HNω
・

(
初
〉
イ
エ
ー
ル
大
学
総
長
、
神
学
博
士
で
著
書
に
は
同
J
L
E
g
-
m
i・

E
8・、
H，
z
m
g
Z
吋
r
m
O
B
z
s
-ぞ

E
L
F
-
ω
口巴
g
Z可
。
。
ロ
回
三
巾
円
。
ι

(Z何者
J

へ0
円F
H∞
叶
斗
)
が
あ
る
。

(
幻
〉
た
と
え
ば
、
こ
の
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
、
ラ

l
ド
ナ
ー
は
、

】g
z
n
o
ロmw
〈
広
】
・
∞
諸
君
白
の
、
H，
r
o
Cロ
X
E
m
s
g
m
ω
n
rユ丘町
g

z
m
t
oロ
(
司

}
M
M
F
L
o
f
r
F
5
0日
)
を
あ
げ
、
合
衆
国
最
高
裁
判
所

の
意
見
の
中
に
、
こ
の
こ
と
を
意
味
す
る
多
く
の
見
解
が
示
さ
れ
る

こ
と
を
指
摘
す
る
。
円
ω同仏口
R
G
h】・
iFw
℃
-HNω
・

(辺

)
H
E
L
-
-
甘

-HNAP-

(
お
)
同
案
は
一
九
三
七
年
第
七
五
議
会
第
一
会
期
に
提
出
さ
れ
た
。
な

ぉ
、
修
正
提
案
に
つ
い
て
は

Z
5
5
8ロ
0・
p
c旬
。
詔
仏
〉
B
g仏l

E
g
g
g
H
r
o
わ

C
E
E
5
5ロ
(SMU)
が
あ
る
。

Hr-L・
司
・
由
主
・

ハ
引
出
〉
た
と
え
ば
他
に
、
第
五
四
議
会
、
第
七

O
議
会
に
お
い
て
も
そ
れ

資

ぞ
れ
憲
法
修
正
案
が
出
さ
れ
て
は
い
る
。
円
R
L
B♂

C日】・

nHFu
町
-

E
?
な
お
、
室
。
百
円
、
吋
宮
∞
一
民
日
〉
B
E【
宮
内
口
門
白
ロ
ハ
同
四
一
-

D『
何
百

F
F
E
出血

2
R《
HHL国
者

同

N2-m君
主
印

(
5
2
)
は
、
国

-mFロ巾

〉
B
E
L
g
g門
と
そ
の
後
の
修
正
提
案
は
、
結
局
修
正
一
四
条
が
修

正
一
条
の
宗
教
条
項
と
結
び
つ
く
よ
う
に
意
図
さ
れ
た
も
の
で
は
な

い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
な
お
第
五
節
に
詳
述
。

(お

)
S
J
Z
3
5
H出向}日
}

M

J

K

戸日。岡山
g
口
∞
雷
同
町
司
郎
HumBD口
明
H冊。
ι
0
5

ch
列
。
-
在
。
ロ
ピ
。

(ω
己
お
〈
'
E
-
H
E
ω
)
・
官
C
R
L
σ
可

豆
a
F

C
司・

nH同・・司・出品
AF・
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三
、
修
正
一
条
に
対
す
る
解
釈

一
七
九
一
年
に
修
正
条
項
が
制
定
さ
れ
て
以
来
、
同
条
の
国
教
条
項
、
ぉ

よ
び
信
教
条
項
に
つ
い
て
は
多
く
の
論
議
が
な
さ
れ
て
来
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
論
議
は
単
に
学
説
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
連
邦
お
よ
び
州
の
判
決
に
お

い
て
も
同
様
に
展
開
さ
れ
、
次
第
に
同
条
の
、
同
条
項
に
関
す
る
い
く
つ
か

の
原
則
の
定
着
化
を
招
く
に
至
る
。

こ
ミ
で
は
右
両
条
項
の
う
ち
、
同
教
条
項
に
つ
い
て
次
第
に
形
成
、
発
展

し
て
釆
た
こ
れ
ら
の
原
則
を
取
り
あ
げ
る
こ
と
と
す
る
。
(
叫
ん
U
U
U
γ
掴
同

関
す
る
法
律
の
禁
止
条
項
と
、
自
由
な
宗
教
活
動
を
保
障
す
る
条
項
と
は
密
接
不
可
分
の

も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
右
の
両
者
を
そ
れ
ぞ
れ
別
々
に
取
扱
う
こ
と
に
は
問
題
が
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
す
で
に
「
序
」
(
本
誌
一
五
巻
三
号
六
O
頁
)
に
お
い
て
述
べ

た
よ
う
に
、
前
者
を
後
者
の
制
度
的
な
保
障
と
と
ら
え
る
立
場
か
ら
、
前
者
の
原
則
を
特

に
取
り
あ
げ
る
の
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
、
J

両
条
項
を
区
別
し
て
取
り
扱
う
こ
と
と
す
る
。
」



と
こ
ろ
で
、
同
条
の
「
国
教
を
定
め
る
こ
と
に
関
す
る
法
律
の
禁
止
」
条

項
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
大
き
く
三
つ
の
立
場
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

ω一
非
優
先
原
則
(
吋

Z
R
Z
D
旬
日
常

HEB--

U
O
口包ロ巾)、

ω
分
離
の
壁
原
則
(
吋

Z
3
5
Z
色
彩
宮

E
Zロョロロ口‘

g
E
m
)
、
ゆ
区
別
と
協
同
の
原
則

(
Z
2
ω
岳
民
自
己
o
p

∞E
U
F凹
E
5
8

(

1

)

 

自門田

ncD宮
自
己
C
ロ
ロ
D口
丘
ロ
巾
)
で
あ
る
。
以
下
、
こ
れ
ら
の
原
則
に
つ
き
述

べ
る
こ
と
と
す
る
。

、J
4
E
a
 

[
 

非
優
先
原
則

q
z
J
t
p
o『
R
8
8湿
り

D
n
EロO
)

同

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
一
七
八
九
年
六
月
八
日
、
ジ
ェ

l
ム
ズ
・
マ
デ
ィ

アメリカ合衆国における政教分離の原則

ソ
ン
は
議
会
に
対
し
て

「
い
か
な
る
基
本
的
な
権
利
も
、
信
念
ま
た
は
礼
拝
を
理
由
と
し
て
奪
わ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

れ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
い
か
な
る
国
教
も
定
め
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、

良
心
の
完
全
な
、
ま
た
平
等
な
権
利
は
い
か
な
る
方
法
に
お
い
て
も
、
ま
た

は
い
か
な
る
口
実
に
よ
っ
て
も
侵
由
一
目
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
」
(
詩
二
一
日
鵠
一
一
一
四

巻
四
号

J

一O
O頁」

と
す
る
条
項
を
憲
法
修
正
案
と
し
て
議
会
に
提
出
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ

は
下
院
で
修
正
を
受
け
、
後
に
、

「
議
会
は
、
国
教
を
定
め
る
法
律
、
あ
る
い
は
自
由
な
宗
教
活
動
を
妨
げ

る
法
律
、
あ
る
い
は
良
心
の
権
利
を
侵
害
す
る
法
律
を
制
定
し
て
は
な
ら
な

、
。
三
第
二
章
第
二
節
三
、
本
誌
J

L

し
/
一
五
巻
囚
号

-
Oコ一一良」

と
す
る
下
院
原
案
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
。
こ
れ
は
更
に
、
上
院
に
お
い
て
、

「
議
会
は
国
教
を
定
め
る
こ
と
に
関
す
る
法
律
、
自
由
な
宗
教
活
動
を
禁

止
す
る
法
律
:
を
制
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」
(
苫
龍
王
4
恒

γ
間
誌
)

と
認
め
ら
れ
た
。
こ
の
際
に
、
両
院
の
合
同
委
員
会
が

「
国
教
を
定
め
る
法
律
」

(
]
2
2
g
z
z
E口問

EHm-Dロ)

を
取
り
除
き
、
必
ず
し
も
明
瞭
で
な
い
表
現
の
、

「
国
教
を
定
め
る
こ
と
に
関
す
る
法
律
」

(
-
2
5宮
口
包
括

2
2
g
r一T

mrHHHdo
ロ汁

C『

z
r
E
C
E
)

を
採
用
し
た
の
で
あ
っ
た
。

マ
デ
ィ
ソ
ン
の
最
初
の
提
案
、
そ
し
て
下
院
、
上
院
で
の
審
議
の
結
果
、

合
同
委
員
会
の
手
を
経
て
、
こ
の
国
教
条
項
が
右
の
よ
う
に
変
遷
し
、
結
局

明
確
に
「
国
教
を
定
め
る
こ
と
」
を
禁
止
せ
ず
に
、
不
明
瞭
な
「
国
教
を
定

め
る
こ
と
に
関
す
る
法
律
」
の
禁
止
と
し
て
規
定
さ
れ
た
こ
と
に
つ
き
、
一

(
2
)
 

八
八
八
年
、
ス
ト
ー
リ
ー
Q
O
E匂
『

ωsq)
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
す

な
わ
ち
、
修
正
条
項
の
目
的
は
当
時
存
在
し
て
い
た
国
教

(
F
o
P
2
2
5マ

ヘ
彼
は
複
数
の
国
教
、
つ
ま
り
複
数

r

の
教
派
を
こ
こ
で
意
味
し
て
い
る

の
、
国
教
を
定
め
る

北法16(1・95)95

5
四

M
g
z
g
z
r
-
2
7
5
3何
G
『

Ho--四
5E)

一一畑一ゅはね
J
b
一
目
的
「
い
仰
に
即
い
…
一
山
引
い
)
を
疑
問
視
す
る
こ
と
で
は
な
く
、

む
し
ろ
連
邦
政
府
(
円

Z
Z
w己
D
E
-
C
D
2
3
E
g円)



料

問
題
に
関
す
る
す
べ
て
の
行
為
を
行
う
権
能
を
、
政
府
か
ら
除
去
す
る
こ
と

に
あ
っ
た
の
で
あ
る
、
と
す
る
。
彼
は
更
に
続
け
て
ベ
他
の
:
:
:
州
も
等
し

資

く
、
こ
の
よ
う
な
排
除
の
必
要
性
を
示
す
政
策
を
宣
言
し
た
の
で
あ
る
。
州

に
お
い
て
は
、
監
督
派
教
会
員
が
優
越
的
な
教
派
を
形
成
し
、
あ
る
州
で
は

長
老
派
が
、
ま
た
あ
る
州
で
は
組
合
教
会
派
が
、
ま
た
あ
る
州
で
は
ク
ェ

i

カ
i
教
派
が
(
同
様
に
優
越
的
な
教
派
を
形
成
し
)

互
に
相
競
う
教
派
の

中
で
、
き
わ
め
て
多
く
の
競
争
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
も
し
連

邦
政
府
に
国
教
を
創
設
す
る
自
由
が
残
さ
れ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
キ
リ

ス
ト
教
会
の
勢
力
(
争
い
)
の
問
題
に
つ
き
、
断
え
聞
な
き
闘
争
、
反
目
が

生
じ
た
に
相
違
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
唯
一
の
保
障
は
権
力
を
除
去
す

る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
唯
一
の
保
障
は
も
し
、
自
由

な
宗
教
活
動
の
権
利
、
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
宗
教
的
テ
ス
ト
の
禁
止
の
宣
言
に

よ
っ
て
徹
底
さ
れ
な
か
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
不
完
全
な
保
障
と
な
っ
て
い

た
こ
と
だ
ろ
う
。
従
っ
て
、
宗
教
に
関
す
る
す
べ
て
の
権
能
は
、
独
占
的
に

州
の
政
府
に
与
え
ら
れ
、
州
政
府
の
正
義
に
つ
い
て
の
見
解
、
お
よ
び
州
憲

法
に
従
っ
て
行
使
さ
れ
る
よ
う
に
定
め
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

(
こ
の

よ
う
に
し
て
)
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
、
新
教
徒
、
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
、
ア
ル
‘

-
一
ウ
ス
派
信
者
、
ユ
ダ
ヤ
教
信
者
、
そ
し
て
無
神
論
者
(
同
三
丘
与
が
、
彼
ら

の
信
条
、
礼
拝
の
方
法
に
関
す
る
審
査
な
く
し
て
、
国
家
的
な
会
議
の
席
に

(
3〉

同
じ
よ
う
に
着
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
よ

ス
ト
ー
リ
ー
の
見
解
は
、
修
正
一
条
が
特
定
の
教
派
を
優
遇
す
る
よ
う
な

政
府
の
行
為
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
も
の
で
は
な

ぃ
、
と
す
る
立
場
に
立
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち

「
修
正
条
項
の

目
的
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
い
か
な
る
教
派
に
対
し
て
も
優
遇
す
る
こ
と
を
禁

じ
た
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
キ
リ
ス
ト
教
を
全
体
と
し
て
議
会
の
保
護
か

ら
取
除
く
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。
・
:
同
修
正
条
項
の
目
的

は
キ
リ
ス
ト
教
各
教
派
聞
の
競
争
を
排
す
る
こ
と
に
あ
り
、
宗
教
的
迫
害
の

手
段
を
取
除
く
こ
と
に
あ
勺
か
。
」
と
す
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
ス
ト
ー
リ
ー
の
見
解
に
対
し
、
ラ
ー
ド
ナ
ー
は
、

彼
は
米
国
民
が
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
好
意
的
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
確

信
を
抱
い
て
は
い
た
が
、
政
府
が
、
宗
教
の
問
題
に
つ
い
て
ど
の
範
囲
ま
で

の
行
為
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
か
に
つ
い
て
明
確
な
見
解
を
示
し
て
は
い
な

へ
5
J
ぃ
ド
、
と
、
批
判
す
る
。
ま
さ
に
、
ス
ト
ー
リ
ー
自
身
の
述
べ
る
よ
う
に
、

「
真
の
困
難
は
そ
の
限
界
を
到
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
限
界
に
従
っ
て

政
府
は
宗
教
を
育
成
し

Q
8
5・5
問
)
助
長
す
る

(
3
8ロ
s
m
E向
)
た
め
に
、

正
当
に
行
為
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

(
こ
の
場
合

1
筆
者
)
以
下

の
三
つ
の
場
合
が
容
易
に
想
像
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、

政
府
が
特
定
の
宗
教
に
援
助
を
付
与
し
、
す
べ
て
の
人
が
そ
れ
以
外
の

)
 

唱
E
A

r
d

竜、
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ど
の
よ
う
な
宗
教
を
も
自
由
に
採
用
す
る
ニ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
あ
る

と
こ
ろ
、

ω
そ
の
宗
教
の
特
定
の
教
派
の
教
義
の
宣
伝
の
た
め
政
府
が
公
認
の
教
会

(
命
日
一
呂
田
Z
B
-
2
S
E
E
r
ヨ
g
門
)
を
設
け
、
他
の
す
べ
て
の
教
派
に
も
(
教

義
の
宣
伝
の
た
め
の
)
同
様
な
自
由
を
残
す
と
こ
ろ
、

(3) 

政
府
が
こ
の
よ
う
な
公
認
の
教
会
を
設
け
、
そ
の
教
会
に
所
属
し
な
い

す
べ
て
の
人
々
を
、
国
家
の
公
け
の
名
誉
、
信
用
、
報
酬
、
特
権
、
(
義
務
の
)

ハ
6
)

免
除
か
ら
除
外
す
る
と
こ
ろ
、
で
あ
る
。
」

日

こ
の
よ
う
な
ス
ト
ー
リ
ー
の
立
場
は
ラ
l
ド
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、
修
正
一
条

の
国
教
条
項
が
、
連
邦
政
府
と
州
政
府
に
対
す
る
忠
告
的
な
も
の
と
し
て
、

教
会
と
国
家
の
聞
の
関
係
に
つ
い
て
の
や
や
弾
力
性
の
あ
る
分
離
宮

E
Z円

〈

T
v

m出
席
口
比
話
再

2
5ロ
8)
を
要
求
し
て
い
る
、
と
言
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
つ
ま

り
彼
の
見
解
は
、
教
会
と
国
家
が
完
全
に
分
離
さ
れ
る
、
と
言
う
立
場
に
立

ダメリカ合衆国における政教分調の原則

つ
も
の
で
は
な
く
、
合
衆
国
国
民
の
歴
史
的
な
背
景
を
土
台
に
し
た
、
つ
ま

り
、
合
衆
国
の
建
国
が
キ
リ
ス
ト
教
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
と
一
言
う
史
的

背
景
を
前
提
と
し
た
解
釈
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
立
場
か

ら
修
正
一
条
を
解
す
る
と
き
、
教
会
と
国
家
の
関
係
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
、

特
定
の
教
派
を
優
先
的
に
取
扱
う
こ
と
が
禁
止
さ
れ
、
す
べ
て
の
教
派
を
平

等
に
取
り
扱
う
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ら
の
各
教
派
に
対
し
て
、
国
が
好
一
意
的

な
取
り
扱
い
を
是
認
す
る
立
場
を
示
す
こ
と
と
な
る
。

]
の
立
場
は
、
後
、

一
八
九
八
年
、

ク

l
リ
ー
に
よ
っ
て
も
ほ
ぼ
是
認
さ

れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
彼
は
修
正
一
条
の
国
教
条
項
を
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。

「
国
教
を
定
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
立
の
教
会

(
ω
g
g
p
c
R与
を

設
立
あ
る
い
は
承
認
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
、
他
の
教
会
に

対
し
て
否
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
特
別
の
恩
典
、
利
益
を
一
つ
の
教
会
に

対
し
て
付
与
す
る
こ
と
、
が
意
味
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

政
府
が
宗
教
を
公
認
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と

言
う
こ
と
が
憲
法
に
よ
っ
て
目
的
と
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
-

さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
的
信
念
、
組
織
、
あ
る
い
は
教
派
の
間
に
不
愉
快
な
差

別
を
す
る
こ
と
な
し
に
、
宗
教
を
公
認
す
る
こ
と
が
、
行
わ
れ
得
る
の
で

(
8〉
あ
る
。
」

こ
の
、
合
衆
国
の
伝
統
と
歴
史
に
基
づ
い
た
非
優
先
原
則
の
立
場
は
、
こ

の
後
、
コ

l
ウ
イ
ン
、
コ
イ
パ

l
、
リ
l
ド
判
事
、
ダ
グ
ラ
ス
判
事
な
ど
に

よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
、
ダ
グ
ラ
ス
判
事
は
ゾ
ラ
ク
事
件

(Nogs

nr
ぐ・

2
2
8
p
ω
8
C
-
∞・

8
由
w
(
5
N
)
(
日
純
一
章
)
に
お
い
て
、
宗
教
団

体
と
国
家
と
の
関
係
が
あ
ら
ゆ
る
点
で
の
分
離
を
示
す
も
の
で
は
な
い
、
と

す
る
立
場
か
ら
、
国
家
が
宗
教
的
な
活
動
に
便
宜
を
与
え
る
こ
と
ま
で
を
禁

止
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、

北法16(1・97)97

「
教
派
間
の
競
争
に
至
る
場
合
に
お
い
て
中
立



料

が
要
誘
さ
れ
」
る
の
で
あ
る
、
と
し
た
。

資

f2j 

分
離
の
壁
原
則
合
Z
J
F
z
c
h
ω
8
3円
~OD--uon丹
江
口
伶
)

こ
れ
に
対
し
て
、
分
離
の
壁
原
則
は
、
教
会
と
国
家
の
聞
に
越
え
が
た
い
分

離
の
壁
が
立
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
す
る
理
論
を
そ
の
中
心
と
す
る
。

一八

O
二
年
、
大
統
領
ジ
ェ
フ
ア
ソ
ン
の
、
コ
ネ
テ
ィ
カ
ッ

ト
の
ダ
ン
プ
リ
バ
ー
に
あ
る
パ
ブ
テ
イ
ス
ト
の
団
体
に
あ
て
た
手
紙
の
中
に

」
の
原
則
は
、

次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
こ
こ

で
、
修
正
一
条
の
目
的
は
、
「
教
会
と
国
家
の
聞
に
分
離
の
壁
」

(ω

君
主

ch

町
内
官
民

E
ロ

r
z
Rロ
n
rロ
R
r
g仏

ωSR)
を
設
け
る
こ
と
な
の
で
あ
る

と
宣
言
し
が
o

こ
の
彼
の
嘉
吉
、

一
七
八
四
年
の
「
キ
リ
ス
ト
教
教
師
の

た
め
の
支
給
を
な
す
法
案
」
に
対
す
る
マ
デ
イ
ソ
ン
の
「
請
願
と
抗
議
の
書
」

(
U〉

に
も
同
様
に
み
ら
れ
る
。
同
書
は
、
右
法
案
が
、
租
税
に
よ
る
す
べ
て
の
教

派
に
対
す
る
平
等
な
援
幼
を
な
す
点
に
基
礎
を
置
い
て
い
る
の
に
対
し
、
こ

の
よ
う
な
援
助
が
教
会
と
国
家
に
と
り
、
多
く
の
点
で
有
害
で
あ
り
、
宗
教

の
本
質
と
矛
盾
す
る
、
と
し
て
非
難
し
た
の
で
ぬ
か
o

こ
の
分
離
の
原
則
を
支
持
す
る
立
場
は
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
(
諸
問

2

後
、
一
八
七
五
年
、
大
統
領
，
グ
ラ
ン
ト
の
年
頭
教
書
に
お
い
て

「
教
会
と
国
家
は
永
久
に
分
離
し
、
区
別
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
両

者
は
お
の
お
の
、
そ
の
分
野
に
お
い
て
自
由
で
あ
り
、
す
べ
て
の
教
会
財

産
は
適
当
な
比
率
の
租
税
を
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
」

北法16(1・98)98

と
述
べ
、
右
の
趣
旨
の
立
法
を
議
会
に
対
し
て
勧
告
し
た
点
に
も
み
ら
れ
る
o

ま
た
、
翌
一
八
七
六
年
、

一
八
八

O
年
の
共
和
党
綱
領
宣
言
F

お
よ
び
一

八
七
六
年
禁
酒
党
綱
領
宣
言
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
、
後
、
民
主
党
に
よ
っ
て

も
肯
定
さ
れ
た
。

こ
の
分
離
の
壁
原
則
に
つ
い
て
は
後
に
多
く
の
学
者
か
ら
支
持
を
受
け
た
。

〔

uv

た
と
え
ば
、
コ
ン
ヴ
ィ
ツ
は
後
述
の
「
区
別
と
協
同
原
則
」
を
批
判
し
て
、

「
分
離
は
分
離
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。

分
離
の
原
則
か
ら
の
逸
脱
、
ま
た
は
「
区
別
と
協
同
原
則
」
と
の
置
き
か
え
、

ま
た
は
他
の
理
論
と
の
置
き
か
え
は
許
さ
れ
な
い
」
と
述
べ
、
こ
の
立
場
に

立
まつ
Tここ
、と

カを
ヅ明
ツおら
は)カ冶

し
て
L 、
る。

国
家
の
、
宗
教
活
動
に
対
す
る
「
無
援
助
の
原
則
」

(俗

H
E
]
O
D
h
J
L
G
ω
S
Z
包

L3)
と
言
う
用
語
を
用
い
て
、
教
会
と
国
家
の

分
離
の
原
則
に
つ
い
て
述
べ
た
。
彼
は
、
国
家
が
教
会
活
動
に
対
し
て
「
無

援
助
の
原
則
」
を
も
っ
て
望
む
こ
と
が
、
宗
教
に
対
す
る
敵
意
を
意
味
す
る

「
こ
の
議
論
は
一
七
八
五
年
に
お

も
の
で
あ
る
、
と
一
言
う
批
判
に
対
し
て
、

け
る
と
同
様
、
二
十
世
紀
な
か
ば
の
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
も
首
肯
し
う
る
と

こ
ろ
で
あ
り
、
宗
教
を
神
に
対
す
る
応
答
と
み
る
な
ら
ば
、
国
家
の
無
援
助



の
原
則
は
、
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
、
宗
教
に
対
す
る
敵
意
を
一
広
す
も

の
で
は
な
い
」
と
述
べ
、
右
の
批
判
に
答
え
た
。

ま
た
、
プ
ェ
フ
ア
ー
は
、
修
正
一
条
の
上
院
で
の
審
議
の
際
の
状
況
か
ら

次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、
上
院
が
、
「
他
の
教
派
も
し
く
は
団

体
に
優
越
し
て
一
教
派
ま
た
は
団
体
を
公
定
す
る
尚
供
L
Q
Z
B
S
Z
喜一晶

。
ロ
巾
問
巾
ご
間
宮
戸
田
間
四
口
門

OH
問。巳巾
q

E
匂『巾『
2
3
8
5
2
Z
B
)
と
、
「
他

の
も
の
に
優
越
し
て
特
定
の
教
派
ま
た
は
宗
教
を
国
教
と
定
め
る
法
律
」

(
一

E司

E
S
E
-
m
r吉
岡
山
口
『
回
出
丘
町
己
日
仏

E
2三
宮
巳
D口
DHHO--閃
5
口
同
日

伺

買
え
2
3
8
g
E
2
r
o
H
)
の
制
定
を
禁
ず
る
と
す
る
法
案
を
審
議
し
た
事

実
を
あ
げ
、
こ
の
こ
と
は
オ
ニ
イ
ル
の
主
張

(
t
M
鮎
俳
句
ぃ
)
を
明
ら
か
に

否
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
修
正
一
条
の
目
的
と
し
た
内

容
は
特
定
の
教
派
に
対
し
て
援
助
を
禁
ず
る
こ
と
は
勿
論
(
持
往
ぷ
ー
パ
三

アメリカ合衆国における政教分離の原則

仕
切
捻
日
ロ

J~伊
良
一
諸
計
黙
っ
て
)
、
宗
教
一
般
に
対
し
て
も
禁
ず
る

(
凶
)

も
の
で
あ
る
、
と
す
る
立
場
を
明
ら
か
に
し
た
。

右
の
よ
う
な
立
場
に
立
つ
彼
は
、
区
別
と
協
同
の
原
則
に
立
つ
オ
ニ
イ
ル

の
立
場
(
後
述
〉
の
前
提
を
次
の
よ
う
に
と
ら
え
る
。
す
な
わ

(0.20F己
)

ち
「
オ
ニ
イ
ル
の
論
文
の
趣
旨
は
以
下
の
要
素
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
、

(1} 

「
教
会
と
国
家
の
分
離
」
ま
た
は
「
教
会
と
国
家
の
分
離
の
壁
」

と

言
う
言
葉
)
は
、
単
な
る
「
比
倫
」

(EO町名「
2)
、
「
言
葉
の
彩
」

c
h
m宮
内

2
Y
)
、
「
見
せ
か
け
の
主
張
」
(
岳
民
5
5
m
]
C宮
口
)
あ
る
い
は
ア
メ
リ

『

H
M山
戸
同
町
内
凶

カ
の
伝
統
、
も
し
く
は
憲
法
史
上
に
存
在
し
な
い
標
語

(mrEtc-2Z
に
す

ぎ
な
い
。

(2) 

修
正
一
条
は
政
府
か
ら
宗
教
を
切
り
離
す
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
は

な
く
、
ま
た
、
信
仰
者
と
非
信
仰
者
の
聞
に
政
府
の
中
立
を
義
務
づ
け
る
も

の
で
も
な
く
、
議
会
に
対
し
て
特
定
の
教
派
を
国
教
と
定
め
る
こ
と
、
す
な

わ
ち
特
定
の
教
派
に
優
先
的
、
も
し
く
は
特
殊
的
地
位
を
付
与
す
る
と
か
、

あ
る
い
は
独
占
的
な
承
認
を
許
容
す
る
よ
う
な
こ
と
を
禁
止
す
る
も
の
で
あ

り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
相
競
う
教
派
が
多
数
あ
る
た
め
に
引
き
起
さ
れ
る
間

題
に
対
し
て
、
実
際
上
の
解
決
を
与
え
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
。

(め

修
正
一
条
を
起
草
し
、
承
認
し
た
者
巳
は
連
邦
政
府
に
よ
る
、
宗
教
に

対
す
る
一
般
的
支
持
公
正
常

R
E
E号
。
与
を
禁
止
す
る
意
図
は
な
か
っ

た
。
ま
た
、
そ
れ
放
に
、
修
正
一
条
は
政
府
の
租
税
に
よ
っ
て
徴
収
さ
れ
た

資
金
を
宗
教
的
な
日
的
の
た
め
に
平
等
に
支
出
す
る
こ
と

7
Z
E与
見
守

北法16(1・99)99

5
2
E
-
2日
出
邑
昨
日
巾
)
を
禁
止
し
て
は
い
な
い
。

仏)

修
正
一
条
は
特
定
の
宗
教
あ
る
い
は
教
派
に
対
し
て
、
公
的
な
優
越
的

地
位
を
独
占
的
に
承
認
す
る
の
と
ほ
と
ん
ど
同
様
な
、
特
恵
的
な
処
置
を
世
間



事}

止
し
て
い
る
の
で
h
L
U
o
」

彼
は
こ
の
オ
ニ
イ
ル
の
立
場
を
、
国
教
条
項
が
諸
教
派
聞
に
お
け
る
中
立

資

を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
信
仰
者
と
、
非
信
仰
者
の
間
の
中
立
を
要

求
し
て
い
る
の
で
は
な
い
、
と
し
て
と
ら
え
る
点
じ
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
な

オ
ニ
イ
ル
の
立
場
を
認
め
る
な
ら
ば
、

「
自
由
な
宗
教
活
動
を
禁
止
す
る
」

法
律
の
(
制
定
)
を
禁
ず
る
右
条
項
は
単
に
信
仰
者
の
み
を
保
護
す
る
こ
と

と
な
る
、
と
批
判
す
る
。
す
な
わ
ち
、
オ
ニ
イ
ル
の
立
場
で
は
、
憲
法
は
、

無
信
仰
の
自
由

(
P
2仏
0
3
0
『ロ
O
口

izro
を
保
障
し
な
い
こ
と
と
な
る

円

引

)

の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
オ
ニ
イ
ル
の
立
場
は
、
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
、
マ
デ
ィ

ソ
ン
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
、
修
正
一
条
に
つ
い
て
の
見
解
に
反
し
、
ま
た
、

宗
教
を
私
的
な
、
任
意
の
支
持
に
よ
る
も
の
と
す
る
ア
メ
リ
カ
の
伝
統
に
背

馳
ず
る
、
と
す
る
。
彼
は
、
こ
の
よ
う
な
伝
統
が
修
正
一
条
の
採
用
と
い
う

形
に
高
め
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
態
度
は
、
ミ
ル
ト
ン
、
ロ
ヅ
グ
、

ロ
ジ
ャ
l

・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ス
、
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
、
ジ
ョ

I

(
勾
)

ジ
・
メ
イ
ソ
ン
の
見
解
に
も
一
致
す
る
の
で
あ
る
、
と
す
る
。

彼
は
、

「
宗
教
は
ま
っ
た
く
(
政
府
の
〉
管
轄
か
ら
除
か
れ
る
も
の
で
あ

る
」
と
い
う
、
マ
デ
ィ
ソ
ン
の
「
請
願
と
抗
議
の
書
」
の
中
の
格
言
を
引
用

し
、
こ
の
能
ω
度
は
ロ
ッ
夕
、
ロ
ジ
ャ
l
-
ウ
ィ
リ
ア
ム
ス
、
ア
イ
ザ
ッ
ク
・

バ
ッ
カ
ス
、
ト
マ
ス
・
ベ
イ
ン
、
ジ
ェ
フ
ア
ソ
ン
の
見
解
で
あ
り
、
こ
れ
が

「
教
会
と
国
家
の
分
離
の
壁
」

(
ω
5
2
0
『
耳
目
出

E
5口
Z
Z
2ロ
岳
民
各

北法16(1・100)100 

E
L
m
s
R
)
を
不
滅
の
も
の
と
し
、

「
宗
教
は
私
的
な
問
題
で
あ
る
」
と
言

う
一
般
的
な
表
現
の
中
に
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
、
と
す
る
。

従
っ
て
、
オ
ニ
イ
ル
の
見
解
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
こ
の
よ
う
な
伝
統
の

破
壊
を
意
味
す
る
、
と
批
判
均
一

γ

こ
の
分
離
の
原
則
は
、
そ
の
後
裁
判
所
の
見
解
に
も
示
さ
れ
る
。
た
と
え

ぱ
、
ブ
ラ
ヅ
ク
判
事
は
、
エ
ヴ
7

ソ
ン
事
件

2
3
5
0ロ
〈
・
出

S
与
え
開

ESE

に
O
口、

ω
g
d・
ω・
H
-
g
h・
後
述
)
の
多
数
意
見
を
、

「
修
正
一
条
は
、
宗
教
団
体
の
み
な
ら
ず
、
信
仰
者
と
非
信
仰
者
と
の
間

に
も
中
立
を
要
求
す
る
も
の
」
で
あ
り
、
ま
た
、

「
他
の
教
派
に
対
し
て
一

教
派
の
優
遇
を
禁
止
し
た
の
み
な
ら
ず
、
す
べ
て
の
宗
教
を
援
助
す
る
こ
と

を
も
禁
止
し
た
の
で
あ
る
。
」
「
修
正
一
条
は
教
会
と
国
家
の
問
に
分
離
の

援
を
立
て
た
の
で
あ
る
。
こ
の
壁
は
高
く
、
そ
し
て
越
え
る
こ
と
の
不
可
能

な
よ
う
に
保
た
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
は
わ
ず
か
の
侵
犯
も
認
め
る

こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
こ
れ
を
認
め
た
。
ま
た
、
翌

一
九
四
八
年
、
マ
ツ
カ
ラ
ム
事
件
(
宮
内

P
ロ
ロ
ヨ
〈
・
回
D
白
与
え
開

ES-

t
o
p
ω
s
d・
ω・
8ω
、
HUお
・
)
に
お
け
る
賛
成
意
見
で
、
フ
ラ
ン
ク
フ
7

1
タ
1
判
事
は
「
分
離
は
分
離
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
で
は

な
い
。
教
会
と
国
家
の
聞
の
関
係
を
の
べ
た
ジ
ェ
フ
ア
ソ
ン
の
考
え
は
、



。
分
離
の
壁
。
を
言
う
の
で
あ
っ
て
、
容
易
に
越
え
ら
れ
る
線
を
言
う
の
で

は
な
い
。
」
(
m
h

出
品
目
え

ωRas--三
月
宮
g
t
o
ロ
j

ロロ円

o
h
m
-↑
5
2
2ぞ

2
2
m門
巾
司
唱
邑
)
と
述
べ
、
こ
の
原
則
を
認
め
る
立
場
に
立
っ
た
。

こ
の
分
離
の
壁
原
則
が
、
各
教
派
ま
た
は
各
宗
教
の
相
互
の
聞
に
お
い
て

完
全
な
中
立
を
要
求
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
信
仰
者
と
非
信
仰
者
と
の

聞
に
お
い
て
も
適
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
は
宗
教
一
般
に
対
す
る
敵
意

《
幻
)

を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
、
と
す
る
批
判
が
あ
る
。

同

[31 
P 
D 

刃

o 
D 

F 

5 

(
Z
2
∞告白
s
c
o
p
r
E円
り
Z
5
2
5ロ白口門田

区
別
と
協
同
の
原
則

アメリカ合衆国における政教分離の原則

こ
が
原
則
は
、
主
と
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る

も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
主
た
る
内
容
は
「
教
会
と
国
家
の
関
係
は
分
離
を
意

味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
区
別
と
協
同
を
意
味
す
る
」

(
Z
E
m
m宮

stg-

『口同

E
m
g
n
t
Dロ
ω
E
n
c
c阿
国
自
己
O
口
)
も
の
で
あ
る
と
す
る
点
に
あ
る
。

こ
の
主
張
は
一
八
八
八
年
に
法
王
レ
オ
一
三
世
が
、

に
関
す
る
理
論
」
に
つ
い
て
触
れ
た
点
に
ま
ず
現
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
教
会
と
国
家
の
分
離

「
教
会
は
国
か
ら
優
遇
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
両
者
は
各
々
の
適
当
な

機
能
を
営
む
が
、
そ
れ
ら
の
聞
に
分
離
は
存
在
し
な
い
。

:
-
j
i
-
-
・
そ
の

各
々
は
自
由
で
あ
り
、
各
自
の
仕
事
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
な
い
の
で

あ
る
が
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
両
者
に
と
っ
て
好
ま
し
く
、
ま
に

あ
ら
ゆ
る
人
の
利
益
と
な
る
、
調
和
の
と
れ
た
関
係
が
存
在
す
る
の
で
あ

る
o
」

こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
最
近
で
は
パ

l
ス
ン
ズ

(
E
P句
者
二

P
E
F
H・

8
ロω)

の
と
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
彼
は
こ
の
原
則
が
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の

基
本
的
な
原
理
で
あ
り
、
教
会
と
国
家
の
聞
に
は
、
区
別
と
協
同
と
が
共
に

存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
す
る
。
彼
は
教
会
と
国
家
が
分
離
す
る
も

の
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
両
者
に
は
区
別
が
あ
る
が
、
共
に
協
同
し
合
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
分
離
論
は
、
教
会
と
国
家
の
間

の
非
協
力
を
意
味
す
る
こ
と
と
な
り
、
区
別
論
の
中
心
は
両
者
の
協
同
を
窓

味
ず
る
の
で
あ
り
、
国
家
は
教
会
が
達
成
す
る
こ
と
を
音
山
図
し
て
い
る
目
的

に
対
し
、
友
好
的
態
度
を
一
万
す
べ
き
で
あ
る
、
と
す
る
。

こ
の
区
別
と
協
同
理
論
の
基
礎
に
は
、
「
奈
掛
か
臥
口
ん
町
(
ド
…
出
向
付
一
。
時
一
問

的
出
時
一
M
M
h
ζ
)

は
認
め
ら
れ
る
が
、
来
掛
か
か
か
岳
台
(
羽
一
法
的
幡
…
四
肘
向

付
一
山
一
日
明
ぇ
)
は
認
め
ら
れ
な
い
」
と
す
る
考
え
方
が
存
在
す
る
。
こ
の
場
合

国
家
は
宗
教
に
対
し
て
無
関
心
で
あ
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
従
っ
て
教
会
は

任
意
な
団
体
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
は
、
神
の

視
野
か
ら
見
て
平
等
な
価
値
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
宗
教
の
各

々
は
、
人
間
の
永
遠
の
救
済
と
し
て
の
平
等
な
、
善
な
る
道
を
指
示
す
る
も

の
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
国
家
は
す
べ
て
の
宗
教
に
対
し
て
向
じ

北法16(1・101)101



料

ハ
却
)

よ
う
に
無
関
心
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
す
る
。
従
っ
て
、
宗
教
の
問
題

に
差
異
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
こ
と
は
、
無
神
論
を
認
め
る
こ
と
と

同
様
で
あ
り
、
国
家
が
無
神
論
的
で
あ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
、

、
、
、
、
、
、

と
す
る
。
何
と
な
れ
ば
、
神
か
ら
の
自
由
は
な
い
か
ら
で
あ
る
、
と
す
る
。

資

こ
の
よ
う
な
立
場
に
立
つ
、
区
別
と
協
同
の
理
論
は
、

は
理
性
の
光
に
よ
っ
て
導
か
れ
、
自
己
が
真
実
で
あ
る
と
考
え
る
宗
教
を
採

「
あ
ら
ゆ
る
人
間

用
し
、
告
白
す
る
自
由
を
有
す
る
と
す
る
」
白
由
理
論
(
門

}HO--zs-pg-

q)
を
否
定
す
る
。

結
局
、
こ
の
区
別
と
協
同
の
原
則
は
国
家
の
、
真
の
宗
教
(
こ
の
場
合
カ

ト
リ
ヅ
ク
の
立
場
を
指
す
)
と
の
協
同
を
意
味
す
る
こ
と
と
な
る
。

こ
の
原
則
を
支
持
す
る
も
の
と
し
て
前
述
の
オ
ニ
イ
ル
の
恥
鮮
が
あ
る
。

彼
は
エ
ヴ
ア
ソ
ン
事
件
に
つ
い
て
の
批
判
の
中
で
、
同
事
件
に
お
い
て
反
対

意
見
を
述
べ
た
ラ
ト
レ
ヅ
ジ
意
見
を
取
り
あ
げ
、
こ
れ
を
ア
メ
リ
カ
に
お
け

る
宗
教
と
政
府
の
関
係
に
つ
い
て
の
最
も
曲
解
し
た

(
p
r
s
g号
ロ
)
例
と

非
難
す
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
、
修
正
一
条
の
「
教
会
と
国
家
と
の
分
離
」
は

ア
メ
リ
カ
の
慣
習
の
中
に
見
出
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
公
費
に
よ
る
通

学
、
児
童
の
輸
送
を
国
教
条
項
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
た
右
の
エ
グ

7

ソ
ン
事
件
の
判
決
は
、
合
衆
国
の
歴
史
、
伝
統
、
立
法
と
行
政
の
慣
行
、
従

来
の
連
邦
最
高
裁
判
決
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
り
、
ラ
ト
レ
ッ
ジ
判
事
の
反

対
意
見
は
、
用
語
上
、
歴
史
上
、
法
律
上
の
諸
事
実
と
何
の
関
係
も
持
た
ぬ

見
解
で
あ
る
、
と
す
る
。

カ
ト
リ
ッ
ク
を
真
の
宗
教
と
し
、
こ
れ
と
の
協
同
を
主
張
す
る
こ
の
区
別

と
協
同
の
理
論
は
、
修
正
一
条
の
解
釈
に
お
い
て
は
次
の
二
点
を
あ
げ
る
。

も
し
、
連
邦
政
府
が
宗
教
団
体
に
好
意
を
示
す
と
す
る
な
ら
ば
、
こ

。)れは
宗
教
団
体
聞
に
平
等
に
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

(2) 

い
か
な
る
宗
教
も
国
教
と
し
て
定
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

と
し
て
、
憲
法
解
釈
上
の
限
界
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
の
点
で
右
の
見
解
は

非
優
先
原
則
と
は
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
、

こ
の
原
則
の
根
抵
に
修
正
一
条
に
は
、
宗
教
の
自
由
は
あ
る
が
宗
教
か
ら

の
自
由
を
定
め
て
い
る
の
は
困
難
で
あ
る
と
す
る
点
、
お
よ
び
、
宗
教
団
体

に
対
す
る
公
け
の
援
助
を
禁
じ
て
は
い
な
い
と
す
る
点
、
そ
し
て
更
に
、
政

府
は
、
む
し
ろ
積
極
的
に
援
助
を
与
え
る
義
務
を
有
す
る
と
す
る
点
に
お
い

て
、
前
二
者
の
原
則
と
著
し
く
異
な
る
立
場
に
立
つ
。

(

1

)

す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
(
ト
4
P
竺一

r万
一
一
一
一
)
比
較
法
学
会

(
畑
鞠
配
)
に
お
け
る
野
村
寿
子
氏
の
報
告
は
、
エ
ヴ
ア
ソ
ソ
事
件

(同

2
a
oロ
〈
・
回
D
R品
。
『
同
《

rstopωω

。c-∞-
H

(

同
宏
司
)
、
な
お

第
三
章
に
お
い
て
詳
述
)
を
分
折
さ
れ
、
教
会
と
国
家
の
関
係
に
は
、

絶
対
分
離
論
、
相
対
分
離
論
、
協
働
的
分
離
論
、
区
別
協
働
論
の
四
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日

つ
の
立
場
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
(
地
球
時
一
品
工
同
研
乞
九
)
。

本
稿
で
の
立
場
か
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
、
非
優
先
原
則
が
協
働
的
分
離

に
、
分
離
の
壁
原
則
が
絶
対
的
分
離
論
と
相
対
的
分
離
論
に
、
区
別

と
協
同
の
原
則
が
区
別
協
働
論
に
相
当
す
る
も
の
と
恩
わ
れ
る
。
右

論
文
は
、
相
対
的
分
離
論
に
つ
い
て
は
国
家
と
教
育
の
絶
対
分
離
に

立
ち
な
が
ら
福
祉
行
政
の
拡
大
に
と
も
な
う
一
般
福
祉
に
関
す
る
受

益
権
を
平
等
に
保
障
す
る
点
で
、
絶
対
分
離
論
の
欠
点
を
補
う
、
と

さ
れ
る
。
し
が
し
、
こ
の
点
は
、
野
村
氏
自
身
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に

(
同
八
J

、
国
家
と
教
会
の
分
離
の
絶
対
性
と
相
容
れ
な
い
の
で
は
な

/
七
頁
¥

か
ろ
う
か
、
の
疑
問
が
残
る
。
ま
た
同
様
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、

宗
教
援
助
と
一
般
的
福
祉
保
障
の
限
界
が
明
確
で
は
な
く
(
同
八
七

頁
)
、
従
っ
て
、
国
家
と
宗
教
の
協
働
し
う
る
分
野
を
認
め
、
一
般

福
祉
保
障
を
拡
大
す
る
協
働
的
分
離
論
と
の
区
別
が
困
難
に
な
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
、
の
疑
問
が
残
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
、
本
稿

で
は
、
本
文
に
か
か
げ
た
三
つ
の
立
場
を
区
別
す
る
に
と
ど
め
た
。

(
2
)

』

O克
也
『

ω
S
H
F
n
c
g
g巾口
S
ロ

m
m
Oロ
片
「
巾
わ

Cロ
凹
門
広
三
芯

F
申
同
∞

叶由一

(H∞
∞
∞

)
w
D
E
)件。
ι
σ
同

岳

町

わ

C口
印
巳

g
t
cロ

C円

H7巾

C
ロ
-BL

m
g
R
m
O同
〉

5
2
k
p
〉

E
-可
ω
E
E
L
H
R
O
G
B
E
t
s
-
E
F
F
r
u
N

開
門
】
当
日
仏

ω・
(UC『
44-ロ
司
・
叶
印
∞
-
(
同
由
一

uN)
・

(
3〉

F
E
-
-
H》
・
斗
印
∞
・

(
4
)
F
E
-
-
H
V司
・
叶
印
∞

1叶印由・

(
5〉
円
可
口
町

OHL
〉
・
戸
同
門

H
5
3
Z
O君
『

O同

LSω
同
「
ゅ
の

0
5巳
E
巴

D口

mmwm出
-Bお
わ

r
z
R
r
ω
ロ仏

ω
g
z
v
仏

印

叶

ro
〉吋

Hgユ
包
ロ

MMo--ts
一

アメリカ合衆国における政教分離の原則

∞口一

g
B
H
N
2
U若

HH寸
w
(富
良
口
「

)
5
2
・

(
6
)
m
s
c
J
o
-
v
-
n
x
J
由
同
町
山
自
由
・
』
戸

D芯
L
r可
戸
内
民
門
】
ロ

O
F
C℃
-nHF-

七七・
]
{
]
I

斗
l
]己ー∞・

(

7

)

円
日
仏
口

2
u
D℃・

2
f
H
Y
H
H
m
w
-

(
8
〉

hoc-oν
♂
司
江
口
口
目
立

2
0問
。
。
ロ

ω巳
吉
江

Dロ
mw-
円

E
F
N
N品
iNN印・

ω仏

a・
2
3∞
)
・
』
ロ

O
R内山

σ山
、
吋
}
百
円

U
0
5巴
E
Z
C
D
C向
子
σ
C
E
Z
L

ω宮
内

2
0『
〉
ヨ
巾
ユ

g
w
E・
σ可
開
・

ω・
(UO円
三
口
問
y
J可印

mw-

(

9

)

そ
の
手
紙
は
、
一
八

O
二
年
一
月
一
目
、
ダ
ン
プ
リ

l
の
浸
礼
派

協
会
に
あ
て
た
も
の
で
、
教
会
と
国
家
の
分
離
の
立
場
か
ら
、
彼
は

同
時
慣
行
と
し
て
行
な
わ
れ
て
い
た
断
食
と
感
謝
の
自
の
宣
言
を
廃

止
す
る
態
度
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
点
に
つ
き
第
二
章
三
節
ニ

(
本
誌
一
五
巻
四
号
一
一
一
頁
参
照
〉
。

(
日
山

)
ω
m
w己
民
・
】
μω
仏

0
2
H旬、

H，y
o
(
U
0
5
1
2
0
』
ぬ
た
め

3
0ロ
E
V

臼∞
1
2由

3
2
8
・
』
口
三
巾
【
]
ず
可

H7ゅ
の

D戸
ω
t
z己
C口
ch
円

r
o
d
E件。
L
ω
E
R
ω

oh
〉

E
2
5
P
E
.
r旬
開
・
∞
・
門

UDコ
三
口

-w
同v
・
叶
印

mw・

(
日
)
同
法
案
お
よ
び
、
誘
願
と
抗
議
の
書
に
つ
い
て
は
第
一
章
二
節
ニ

(
本
誌
一
五
巻
三
号
七
二
頁
)
参
照
。

(ロ
)

5

5

2

0
・
5
R
-
H
J
Z
o
g
o
h
E
-
m
E
S
L
g
m
z
z
m
c
i

q
m
T
v
p
ゎ
E
B
m
c
F
2
4
H同
ゆ
〈
ぽ

d
F
(
ω
Y
E
m・
5
日

ω)
匂
・
品

ωω
・

(

臼

)

戸

R
Lロ
2
・

0司
-
n
F
凹戸間】

H，P
同
)-HNH
・

(

H

)

冨
HFoロ
閉
山
・
同

oロ
ヨ
門
N
-

∞
巾
宮

S
E
Dロ

C『
ハ

u
r
E
n
r
白
ロ
仏

m
g
S
H

、円

r巾
司

R
2
】
1
2
0
L
o
g
-
戸

ω者
向
凶
口
仏
(
リ
ロ
ロ

8
5同
)
o
g
q一司】・
9
一宮巾

Bmw

Z
。
・
ゲ
ヨ
ロ
件
。
吋

(
H
2
3
・

3
・

3

2
・

北法16(1・103)103 



申

(
)
H
9
0
7
H
)
由
【
斑
#

はやユ ν 士~~ 1 ~l時 11~量:<iドー C1+抱!附網 l11 ojt>1(~}Ill(:<i}<-)。

cm Ibid.， p. 28. 
c;:;S) Everson v. Board of Educat即 1，330Uふ 18(1947). 
cm 自豊田併以い枇旬。
(お) McCollum v. Board of Eduαtion， 333 U.S. 203， 231 

(1948) . 

(お) 8 Christianity & Crisis 90 (1948)， quoted by Wilber 

G. Katz， op. cit.←4ヨ」ミ今0' )J 兵士~~\且 i卜代得、 λ ム Q 怨矯

骨将兵 t工、記初.t::.(2.，9(;'\--，嶋崎京 F 将司lHd.~..J\-，主主総ヤキ:.l!ト J

4ヨ ~iミ'%tJc-.'総司~.'J 回世帯 Q~Q 但也-H味liE!: (free “Coope-

ration") 営主i;;偽物.t::の， .'J~tZ' 0 

(お) Konvitz， Milton， Separation of Church and State 

The First Freedom， Law and Contemporany Problems， 

No. 1， Winter (1949). p. 46. 

Cgj) Ibid.， p. 47. 

Cg) Ibid.， p. 47. 

(お) Ibid.， p. 48， p. 59. 

(討) O'Neill， James M. ，Catholicism and Ameriωn Freedom， 

p. 75.， Religion and Education under the Constitution， 

(1949) . 

C~) O'Neill， James M.， The Separation of Church and 

State， p. 41. 

(お) Konvitz， op. cit.， p. 48. 

(出) Katz， op. cit. supra， p. 433 (1953). 

(虫) )J Q.1JfQ締結t10ムν1;!'liiR 1 1 ~時 11活 111 C1+治!岡純国

時J:>1 OE1l阿〉主」鎚'(.(2。宣伝や竺「ユ 4ミ必防総理言制.(2士~n同

様:lfi血栓 ~<4恨←tZ'おままJ (any law establishing any reli' 

gious sect or society)ベ!..Jド絹i'.;20 ..J iミ..J'リ 'Jゃぎ終

判定r;~0 側j$';Qt!E' ~二心.t:: ν お~ (Pfeffer， op. cit. supra， p. 

15.) )j山総Ff(52FT↓諸問ぎ包括2ZSタ)
(口) )J 0.tni.，91+粍 i同約E1lnJ!> 10E1lド!IT(¥--'意.t::.(20 li[¥長千J1;!

r~Q .，9(;' t21!l記者型..J¥-':Jll::li司Q詩語録制回総.'J限定的封H証拠翠

tf!i，..j J (No law establishing any particular denomination 

of religion in preference to another) .'J総c'~O q ~J 千J 1;!

1+判定r;t!E' Q ムイ ~!J.':ヨí' ¥-' ~ヰ心 (Pfeffer， op‘Cl t. supra， p. 

川， )J山総i'.(20 (鵠754S探訪出品tir出ar
denomination of religion -\J";'ヨí'\-，':'Kl Qll t::.-J+t料~~，. any par-
ticular denominarion or religion -¥J .{:::j C'ドム>(l・>JQ専制e闘缶包

長)
C ~) Pfeffer， op. ci t. p. 15， p. 28. 

C ~) O'Neill， Religion and Education under the Constitution 

(194め.

(お) PfeHer， Leo， Church and State : Something Less than 

Separation， The University of Chicago Law Review. 

Vol.19， No. 1， CAutumn) 1951， pp. 5， 6. 

(:;::j ) Ibid.， p. 7. 

C gj ) Ibid" p. 27. ，(王将'や終回 e 組以上l~士tZ' )JQ .lJ::i(;' 長R$

事主

越正



第
五
節

修
正
第
一
四
条
の
成
立
と
州
へ
の
適
用

一
、
概
観

国
教
禁
止
条
項
と
自
由
な
宗
教
活
動
の
保
障
条
項
を
定
め
る
修

正
一
条
は
、
制
定
当
時
に
お
い
て
は
、
連
邦
議
会
の
み
に
適
用
さ
れ
る
も
の

と
考
え
ら
向
か

o(ι
村
山
脱
却
崎
紅
一
間
一

-L…
州
肌
一
川
甘
い
抗
議
)

こ
れ
に
対
し
て
、
同
条
の
趣
旨
を
州
議
会
に
対
し
て
適
用
し
よ
う
と
す
る

試
み
は
、
第
四
節
に
み
た
よ
う
に
、

一
八
七
五
年
の
ブ
レ
イ
ン
修
正
提
案
を

日

は
じ
め
と
し
て
、
そ
の
後
の
修
正
提
案
等
に
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し

か
し
そ
の
い
ず
れ
も
具
体
化
さ
れ
る
に
は
至
ら
ず
、
修
正
一
四
条
制
定
以
前

に
は

(
M
U
ん
昨
日
、
九
削
減
町
一
一
蹴
肘
品
川
れ
い
れ
M
U
P
M
、
い
九
九
だ
)
、
州
に
お
け
る
宗

教
問
題
は
、
各
州
の
憲
法
、
法
律
に
委
ね
ら
れ
、
修
正
一
条
の
存
在
は
州
議

アメリカ合衆国における政教分離の原則

会
に
対
す
る
制
限
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
示
す
最
初
の
判
決
と

〔

9hM
《

し
て
ベ
ル
モ
リ
事
件
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
連
邦
最
高
裁
は
管
轄
権
の
欠
如

を
理
由
に
却
下
し
て
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
，
、
、
、

「
連
邦
憲
法
は
、
個
々
の
州
の
市
民
を
、
宗
教
の
自
由
を
理
由
と
し
て
保

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

護
す
る
条
項
を
定
め
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
は
州
憲
法
と
州
の
法

律
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
連
邦
憲
法
は
各
州

に
対
し
て
、
い
か
な
る
禁
止
も
課
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
」

(
3
v
 

と
述
べ
た
。

結
局
、
本
件
で
の
ニ
ュ

l
・
オ
l
リ
ン
ズ
市
条
例
違
反
の
被
告
人
の
行
為

は
、
修
正
一
条
の
保
障
の
範
囲
に
は
入
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

一
八
六
八
年
に
は
連
邦
憲
法
修
正
一
四
条
が
制
定
さ
れ
、
そ
の
第
一
節
に

次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、

「
j
i
-
-
:
:
い
か
な
る
州
も
、
法
の
適
正
な
手
続
き
に
よ
る
こ
と
な
く

し
て
は
、
何
人
の
生
命
、
自
由
あ
る
い
は
財
産
も
こ
れ
を
奪
う
こ
と
は
で

き
な
い
。
ま
た
い
か
な
る
州
も
、
そ
の
管
轄
内
に
あ
る
何
人
に
対
し
て
も
、

【

4
v

法
の
平
等
な
保
護
を
拒
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
」

(
j
i
-
-口
口
岡
田

E
Z
ω
ロ可

ω
S
B
母
官
2
0
8同
司

R
gロ
O
同

E
P
一一-

ゲ
巾

H
Q
W

。
門
司
H
D
H】
m
H
Q
w
d
i
子
。
三
仏
口
O

H
》
円
。
口
市
田

D
同

}ω
耳
山
口
D
同
舟
口
同
件
。

ω口
同
司
2
-
m
O
口
語
ユ
r
H
H
M
H
Z
い
ロ
江
田
門

-wccロ
H
Y巾
由
吉
田
}
℃
H
O
H
O
口
t
o口
口
町
同
円
高

-
向
者
伊
)

」
の
修
正
一
四
条
の
制
定
に
よ
っ
て
修
正
一
条
の
保
障
す
る
諸
権
利
が
た

だ
ち
に
州
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
当
初
連

邦
裁
判
所
の
態
度
は
、
右
に
み
た
ベ
ル
モ
リ
事
件
の
よ
う
に
、
修
正
一
四
条

の
保
障
す
る
以
外
の
諸
権
利
に
つ
い
て
は
、
各
州
憲
法
、
お
よ
び
州
法
の
規

定
す
る
と
こ
ろ
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
、
と
す
る
立
場
を
と
り
、
従
っ
て
修
正

一
条
が
、
州
議
会
に
対
し
州
の
市
民
の
権
利
を
保
護
す
べ
く
要
請
し
て
い
る

(
5
v
 

と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
一
九
二
三
年
以
降
の
諸
判

決
に
お
い
て
、
修
正
一
四
条
の
「
適
正
手
続
条
項
」
の
保
障
す
る
「
自
由
」
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1St 

の
概
念
を
拡
張
し
、
解
釈
、
適
用
す
る
立
場
を
と
る
に
至
る
。
こ
の
よ
う
な

「
自
由
」
の
拡
張
解
釈
は
一
九
四

O
年
に
至
り
、
修
正
一
条
の
宗
教
条
項
も

資

ま
た
、
適
正
手
続
条
項
の
保
護
の
下
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
と
す
る
立

〈

7
〉

坦
切
に
到
達
す
る
。
こ
の
一
連
の
傾
向
は
、
こ
の
後
も
更
に
押
し
進
め
ら
れ
、

、

，

〈

9
〉

一
九
四
七
年
、
(
恥
叩
飢
一
の
一
九
い
一
一
一
い
い
傍
)
四
八
年
に
は
、
修
正
一
条
の
保
障
す

る
宗
教
条
項
が
州
に
対
し
て
も
同
様
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
こ

こ
に
は
じ
め
て
修
正
一
条
の
宗
教
条
項
が
、
す
べ
て
の
合
衆
国
市
民
の
信
教

の
自
由
を
保
障
す
る
具
体
的
な
規
定
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
に
至
る
。

こ
こ
で
は
右
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、
連
邦
最
高
裁
判
所
の
立
場
を
追
求
す

る
こ
と
と
す
る
。

二
、
修
正
一
四
条
に
よ
る
権
利
宣
言
の
州
へ
の
拡
張

修
正
一
四
条
が
一
八
六
八
年
に
制
定
さ
れ
て
以
来
、
連
邦
裁
判
所
は
同
条

の
「
適
正
手
続
条
項
」
の
保
障
す
る
「
自
由
」
の
範
囲
内
に
、
修
正
一
条
以

下
の
権
利
宣
言
の
諸
条
項
を
含
め
る
立
場
を
除
々
に
示
し
は
じ
め
る
。

ま
ず

h
J
 
1
 
[
 

一
九

O
七
年
パ
タ
ソ
ン
対
コ
ロ
ラ
ド
事
件

3
5
a
g
〈
・
。
。
-05ι
。

に
お
い
て
連
邦
最
高
裁
は
、
修
正
一
四
条
の
「
自
由
」
に
は
「
出
版
の
自
由
」

が
含
ま
れ
る
と
す
る
立
場
を
明
ら
か
に
し
た
。

12J 

一
九
二
三
年
に
は
、
マ
イ
ヤ
l
対
ネ
プ
ラ
ス
カ
事
件
宮
内
町
内
同
〈
・

2
$・

H
h

戸
田
宮
・
で
、
英
語
以
外
の
国
語
を
、
初
等
学
校
八
年
生
以
下
で
教
え
る
こ
と

を
禁
じ
た
ネ
F

ア
ラ
ス
カ
州
法
に
つ
い
て
の
有
効
性
が
争
わ
れ
た
。
連
邦
最
高

裁
は
、
こ
の
州
法
は
、
修
正
一
四
条
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
自
由
を
侵
害
す

る
も
の
で
あ
り
、
州
権
を
逸
脱
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
し
て
、
ド
イ
ツ
語
の

教
師
で
あ
る
原
告
の
、
ド
イ
ツ
語
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
聖
書
の
歴
史
に
関
す

る
図
書
を
教
科
書
と
し
て
用
い
た
行
為
を
無
罪
と
し
た
。

す
な
わ
ち
、
事
実
は
、
(
一
一
一
間
体
、
に
一
諮
ト
一
件
相
サ
h
h
一明
M
H
b
川
市
山
品
川
町

市
川
一
日
付
肘

M
M
f
に
に
判
官
、
)
一
九
一
九
年
に
ネ
n

ア
ラ
ス
カ
州
は
同
州
の
小

学
校
に
関
す
る
指
導
計
画
を
定
め
る
法
令
を
制
定
し
た
が
、
こ
れ
に
は
以
下

の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
た
。

「
1
、
何
人
も
個
人
と
し
て
、
あ
る
い
は
教
師
と
し
て
、
私
立
の
、
教
派

設
立
の
、
あ
る
い
は
公
立
の
学
校
で
英
語
以
外
の
い
か
な
る
国
語
を
も
っ

て
、
い
か
な
る
児
童
に
対
し
て
も
、
い
か
な
る
課
目
も
教
え
て
は
な
ら
な

い。

2
、
英
語
以
外
の
国
語
は
、
児
童
が
第
八
学
年
を
修
了
し
た
後
に
お

い
て
の
み
、
教
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
八
学
年
を
修
了
し
た
こ
と
は
、

児
童
の
居
住
す
る
市
の
管
理
者
の
発
行
し
た
修
了
証
書
に
よ
っ
て
証
明
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

こ
れ
に
対
し
、
教
区
校
の
教
師
で
あ
る
被
告
マ
イ
ヤ
l
は
、
ド
イ
ツ
語
で

書
か
れ
た
聖
書
の
歴
史
の
教
科
書
(
勾
ミ
達
也
送
、
、
号
、
白
ミ
)
を
用
い
た
と
い
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う
理
由
で
、
右
法
令
違
反
に
問
わ
れ
た
。
被
告
マ
イ
ャ
ー
は
、
陪
審
の
前
に

お
い
て
、

「
究
極
の
目
的
は
右
教
科
書
を
通
じ
て
、
宗
教
的
な
教
え
を
児
童

に
対
し
て
与
え
る
こ
と
に
あ
る
」
と
述
べ
た
。
し
か
し
、
同
州
の
下
級
裁
判

所
ぺ
(
盟
国

E
2
n
0
2門
)
は
被
告
の
行
為
を
有
罪
と
し
た
。
同
州
最
高
裁
判
所

で
は
原
審
判
決
が
支
持
さ
れ
た
。
同
州
最
高
裁
は
こ
の
事
件
に
お
い
て
次
の

よ
う
に
述
べ
た
。

同

「
・
:
:
:
:
教
科
書
の
読
習
(
円
E
L
E
m
)
は
少
な
く
と
も
そ
れ
だ
け
で
は

祈
祷
の
行
為
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
読
習
は
宗
教
的
礼
拝
で

も
な
く
、
も
と
も
と
そ
れ
だ
け
で
は
宗
教
的
説
示
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

教
科
書
が
聖
書
の
物
語
を
含
ん
で
い
て
も
、
教
科
書
の
主
た
る
題
材
は
、

学
習
の
目
的
を
支
配
し
た
り
ま
た
は
指
示
し
た
り
す
る
も
の
で
は
な
く
、

語
学
を
目
的
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
(
筆
者
註

1
こ
こ
で

言
う
学
習
の
目
的
と
は
、
〈
控
訴
人
主
張
の
よ
う
に
V

O

児
童
が
彼
ら
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

両
親
と
共
に
礼
拝
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
ド
イ
ツ
語
を
教
え
る
た

(
臼
)

め
h
q

の
こ
と
を
指
す
の
で
あ
る
o
」
(
傍
点
筆
者
)

アメリカ合衆国における政教分離の原則

」
の
よ
う
に
述
べ
て
右
の
教
科
書
の
使
用
が
宗
教
上
の
理
由
に
基
づ
き
使

ヤ用
l さ
はれ
連て
邦い
最る
高と
裁す
判る
所控
に訴
上人
告の
し主
た張
。を

同排
最斥
高し
裁た

おそ

てで
、控

被訴
上人
告マ
人イ

ネ
プ
ラ
ス
カ
州
は
、
以
下
の
趣
旨
を
主
張
し
た
。

す
な
わ
ち
、
当
該
図
書
の
使
用
は
、
ド
イ
ツ
語
の
教
育
と
聖
書
の
物
語

を
児
童
に
親
し
ま
せ
る
と
い
う
二
つ
の
目
的
に
役
立
つ
も
の
で
あ
り
、
当

該
法
令
は
、
い
か
な
る
素
材
を
用
い
た
教
科
書
で
あ
ろ
う
と
、
そ
の
題
材

に
関
係
な
く
ド
イ
ツ
語
の
教
育
そ
の
も
の
を
禁
止
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
語
が
教
会
の
使
用
す
る
用
語
で
あ
ろ
う
と
も
、
宗
教
儀
式
が
ド
イ

ツ
語
で
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
言
う
こ
と
は
な
く
、
従
っ
て
、
木
件

は
、
被
告
人
の
ド
イ
ツ
語
で
祈
祷
を
行
な
う
権
利
の
有
無
に
関
係
が
な
い

の
で
あ
る
。
個
人
が
宗
教
的
信
条
を
自
由
に
抱
き
、
そ
れ
に
対
し
て
自
由

に
従
う
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
こ
の
こ
と
は
彼
が
行
な
う
あ
ら
ゆ
る

行
為
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
信
条
に
合
致
す
る
あ
ら
ゆ
る
行
為
を
行
な
う
場

合
に
も
保
護
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
彼
の
行
為
が

公
け
の
平
和
を
妨
げ
、
公
け
の
道
徳
を
破
境
し
、
あ
る
い
は
州
の
公
け
の

秩
序
に
反
す
る
場
合
に
は
、
法
律
は
そ
れ
ら
行
為
を
禁
止
す
る
こ
と
と
な

(
悶
)

る
の
で
あ
る
。

連
邦
最
高
裁
は
右
の
主
張
に
対
し
、
被
告
の
無
罪
を
判
示
し
た
。
マ
ッ
ク

レ
イ
ノ
ル
ズ
(
冨
口
見

tag-ι
目
)
判
事
は
法
廷
を
代
表
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ

た。

「
:
:
:
当
裁
判
所
は
修
正
一
四
条
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る
「
自
由
」

を
定
義
づ
け
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
が
、
当
該
用
語
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま

で
多
く
の
考
察
が
な
さ
れ
て
来
て
お
り
、
(
一
四
条
の
一
一
一
口
う
H
H
筆
者
)
「
自

由
」
に
包
含
さ
れ
て
い
る
も
の
の
一
部
に
つ
い
て
は
す
で
に
厳
密
に
説
明
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料

さ
れ
て
来
て
い
る
の
で
あ
る
。
(
す
な
わ
ち
て
疑
い
も
な
く
、
そ
れ
は

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

単
に
有
形
的
な
制
限
か
ら
の
自
由
を
意
味
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
個
々
の

人
が
契
約
を
な
し
、
通
常
の
職
業
に
従
事
し
、
有
用
な
知
識
を
修
得
し
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

結
婚
し
、
家
庭
を
築
き
、
子
供
を
育
て
、
自
己
の
良
心
の
命
ず
る
と
こ
ろ

、
、
、
、
、
、
、
、

に
従
い
神
を
礼
拝
し
、
そ
し
て
更
に
一
般
的
に
、
自
由
人
に
よ
る
通
常
の

幸
福
追
求
の
た
め
に
不
可
決
な
も
の
と
し
て
コ
モ
ン
・
ロ

l

上

に

長

く

認
め
ら
れ
て
来
た
こ
れ
ら
の
特
権
を
享
受
す
る
権
利
を
指
す
の
で
あ

る
0

・
・
:
:

資

米
国
民
は
常
に
知
識
の
修
得
と
教
育
を
、
熱
心
に
推
進
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
至
高
な
、
重
要
な
事
柄
と
し
て
考
え
て
来
て
い
る
。
一
七
八
七
年

(uv 

の
法
令
は
。
宗
教
、
道
徳
お
よ
び
良
き
政
府
と
人
類
の
幸
福
の
た
め
に
必

要
な
知
識
〈
の
付
与
)
、
教
育
の
手
段
(
の
提
供
)
お
よ
び
学
校
〈
の
建

(

凶

)

設
)
は
永
久
に
進
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
O

と
規
定
す
る
。
」

と
述
べ
、
更
に
両
親
が
子
弟
に
教
育
を
与
え
る
こ
と
は
両
親
の
自
然
の
義

務
で
あ
る
こ
と
に
言
及
し
、
そ
の
た
め
の
教
育
は
適
格
者
に
よ
っ
て
、
学
校

に
お
い
て
の
み
可
能
な
の
で
あ
る
、
と
し
た
。
つ
い
で
被
告
人
の
行
為
に
触

れ

つ
:
:
:
:
上
告
人
マ
イ
ヤ

l
は
学
校
で
彼
の
仕
事
の
一
部
と
し
て
ド
イ

、
、
、
、
、
、
、
、

7
語
を
教
え
た
の
で
あ
る
。
彼
の
こ
の
よ
う
な
教
え
る
権
利
と
両
親
の
子

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

弟
の
教
育
を
彼
に
委
ね
る
権
利
は
条
項
の
中
の
自
由
に
含
ま
れ
て
い
る
と

考
え
る
。
」

と
述
べ
た
。
判
旨
は
次
に
当
該
法
令
の
趣
旨
に
触
れ
、
同
法
の
禁
止
は
ラ

北法 16(1108.)108

テ
ン
語
、
ギ
リ
シ
ャ
語
、
ぺ
フ
ラ
イ
語
、
等
の
古
代
語
を
意
味
せ
ず
、
ド
イ

ツ
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
ス
ペ
イ
ン
語
、
イ
タ
リ
ヤ
語
等
の
近
代
語
を
意
味
す

る
と
す
る
原
審
の
認
定
に
基
づ
き
、
こ
の
種
の
立
法
の
必
要
性
が
た
と
え
共

同
体
で
の
共
通
の
用
語
を
修
得
せ
し
め
る
こ
と
に
あ
る
も
の
と
し
て
も
、
個

人
は
尊
重
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
基
本
的
な
権
利
を
有
す
る
の
で
あ

る
、
と
し
た
。

裁
判
所
は
結
局
、
同
法
は
洛
意
的
な
内
容
を
含
む
も
の
で
あ
っ
て
、
州
の

権
能
の
範
囲
内
で
の
目
的
に
対
し
て
合
理
的
な
関
係
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
、

と
結
論
し
た
。

本
件
に
は
ホ
ー
ム
ズ
判
事
の
反
対
音
山
見
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
主
旨
は

合
衆
国
の
す
べ
て
の
市
民
が
共
通
の
国
語
を
話
す
べ
き
こ
と
は
望
ま
し

い
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
当
該
法
令
に
よ
っ
て
意
図
さ
れ
て
い
る
目
的

が
合
法
的
な
も
の
で
あ
り
、
適
当
な
も
の
で
あ
る
、
と
し
た
。
そ
し
て
、

同
判
事
は
、
本
件
で
「
唯
一
の
問
題
は
採
用
さ
れ
た
手
段
が
修
正
一
四
条

に
よ
っ
て
教
師
に
保
証
さ
れ
て
い
る
自
由
を
、
教
師
か
ら
奪
う
こ
と
と
な

る
か
ど
う
か
」
で
あ
る
と
し
た
。
そ
し
て
、
当
該
法
令
は
児
童
の
教
育
を

扱
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
少
年
時
代
は
語
学
に
親
し
む
好
機
で
あ
っ
て
、

同
州
の
法
令
の
適
用
の
あ
る
範
囲
の
、
あ
る
地
域
で
の
家
庭
内
の
用
語
が

ポ
ー
ラ
ン
ド
語
、
フ
ラ
ソ
ス
語
、
ド
イ
ツ
語
の
み
で
あ
る
よ
う
な
場
合



に
は
児
童
が
低
学
年
の
際
に
学
校
で
英
語
の
み
を
聞
き
、
話
す
と
す
る
こ

と
は
不
合
理
と
は
言
一
え
な
い
。

と
し
た
。

こ
の
意
見
に
は
サ
ザ
ラ
ン
ド

(ω
三
宮
ユ

EL)
判
事
が
同
意
し

た。
」
の
よ
う
に
マ
イ
ヤ

I
対
ネ
プ
ラ
ス
カ
事
件
で
直
接
に
は
、
修
正
一
四
条

の
「
自
由
」
に
は
、
教
育
を
す
る
権
利
と
、
教
育
を
受
け
さ
せ
る
両
親
の
権

利
が
含
ま
れ
る
こ
と
が
判
一
万
さ
れ
た
。
し
か
し
、
同
時
に
同
判
決
の
傍
論
に

お
い
て
、

「
自
己
の
良
心
の
命
ず
る
と
こ
ろ
に
従
い
神
を
礼
拝
」
す
る
こ
と

国
H

も
、
右
の
「
自
由
」
の
中
に
含
ま
れ
る
旨
が
指
摘
さ
れ
た
。
修
正
一
条
の
州

へ
の
適
用
の
問
題
の
角
度
か
ら
は
、
こ
の
点
に
こ
の
判
決
の
意
味
が
あ
る
。

7メリカ合衆国における政教分離の原則

こ
の
判
決
の
二
年
後
、
す
な
わ
ち
、

一
九
二
五
年
に
は
ギ
ト
ロ

l
対
ニ
ュ
Ia
・
-
ヨ
ー
ク
事
件

司

3
r
c『
Z
2
JへC円
r
f連
邦
最
高
裁
に
お
い
て
判
断
さ
れ
た
。
同
事
件

(3) 

。
ユ
]
凸
者
〈
・

で
は
、
修
正
一
条
の
保
障
す
る
「
一
言
論
と
出
版
の
自
由
」

(-P巾
開
門

-oH出
。

『

田
恒

z
r
D
E
C『仲
7
0

司
自
由
)
が
、
修
正
一
四
条
の
適
正
手
続
条
項
の
保
障

す
る
「
自
由
」
の
不
可
欠
の
要
素
で
あ
る
、
と
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
同
事

件
の
事
実
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

被
告
、

F
三白
5
5
0
E
o
d廷
は
ニ
ュ

l
・ヨ

l

p
社
会
党
左
派
の
幹
部
で

あ
っ
た
が
、
彼
は
、
議
会
国
家
を
破
壊
し
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
独
裁
の
共

産
主
議
制
度
建
設
の
目
的
に
基
づ
き
、
階
級
闘
争
、
政
治
的
な
ゼ
ネ
ラ
ル
・

ス
ト
ラ
イ
キ
に
よ
る
工
業
の
混
乱
を
引
き
起
し
、
共
産
革
・
命
を
実
現
す
る
必

要
性
を
主
張
し
た
文
書
、
す
な
わ
ち
、
左
派
宣
言
(
ピ
P

さ
E
m
冨
S
F
2
)

を
同
派
の
機
関
誌
同
2
0
-
E
E
E
Q
〉
向
。
に
掲
載
し
た
。
こ
の
た
め
、
後

ニュ

l

・
ヨ
ー
ク
州
刑
事
的
無
政
府
主
義
犯
罪
法
違
反
に
問
わ
れ
た

述
の
、

も
の
で
あ
る
。

同
刑
法
典
は
「
刑
事
犯
罪
的
無
政
府
主
義
」
(
わ
ユ
5
5己
〉

5
5
r同)

(
一
六
の
条
〉
お
よ
び
、
「
刑
事
犯
罪
的
無
政
府
主
義
の
主
張
」
(
〉
ι〈0
・

8
Q
え
わ
ロ
BEω
一
〉
g
B
r同
)
(
一
六
一
条
)
に
つ
い
て
規
定
す
る
。
す

な
わ
ち
前
者
は
、
「
組
織
さ
れ
た
政
府
を
武
力
も
し
く
は
暴
カ
に
よ
っ
て
、

あ
る
い
は
行
政
府
の
長
ま
た
は
政
府
の
官
吏
を
暗
殺
す
る
こ

k
に
よ
っ
て
、

あ
る
い
は
不
法
な
手
段
に
よ
っ
て
顛
覆
す
る
と
す
る
理
論
を
烹
味
し
、
こ

の
よ
う
な
理
論
を
口
頭
も
し
く
は
文
書
に
よ
っ
て
宣
伝
す
る
こ
と
は
重
罪

(
町
内
ゲ
ロ
同
)
と
す
る
、
と
規
定
す
る
。

ま
た
、
後
者
は
、

ω
武
力
も
し
く
は
暴
力
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
行

政
府
の
長
ま
た
は
政
府
の
官
吏
を
暗
殺
守
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
は
他

の
不
法
な
手
段
に
よ
っ
て
、
組
織
さ
れ
た
政
府
の
破
療
、
ま
た
は
顛
覆
す

る
こ
と
の
義
務
、
必
要
性
、
ま
た
は
正
当
伎
を
、
口
頭
ま
た
は
文
書
に
よ

り
首
唱
(
邑
d
o
g
s
、
助
言
(
邑
〈
目
指
)
、
指
導
(
叶
2
n
y
)

す
る
も
の
、
あ

る
い
は
、

倒
武
力
も
し
く
は
暴
力
に
よ
っ
て
、
ま
た
は
他
の
不
法
な
手
段
に
よ
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料

っ
て
、
組
織
さ
れ
た
政
府
を
顛
覆
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
原
理

を
内
包
し
、
首
唱
し
、
助
言
し
、
あ
る
い
は
指
導
す
る
、
い
か
な
る
形
態

の
図
書
、
機
関
紙
(
官
名
作
品
、
文
書

(Logsg片
)
、
あ
る
い
は
書
か
れ
た
、

ま
た
は
印
刷
さ
れ
た
も
の
を
、
印
刷
し
、
刊
行
し
、
公
布
し
(
見
付
。
、
発

行
し
、
あ
る
い
は
故
意
に
配
布
し
、
販
売
し
、
散
布
し
、
あ
る
い
は
公
然

と
掲
示
す
る
も
の
は
、

重
罪
で
あ
り
、
禁
鋼
、
罰
金
あ
る
い
は
両
者
に
よ
り
処
罰
さ
れ
る
。

資

同
州
最
高
裁
判
所
(
わ

C
R
;
h
E宮
田

ε
は
右
の
法
令
を
前
官
と
し
、

被
告
の
行
為
を
有
罪
と
し
た
。

被
告
は
、
シ
エ
ン
ク
対
合
衆
国
事
件

ωロ
Z
5
r
〈・

C
E
a
ω
E
g
に

一
示
さ
れ
た
明
日
か
つ
現
在
の
危
険
の
原
則
を
引
用
し
て
、

「
言
論
の
自
由
は
、
実
質
的
害
悪
の
発
生
し
や
す
い
状
態
に
お
い
て
の

み
制
限
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
文
書
か
ら
生
ず
る
具
体
的
結
果
、
ま

た
は
そ
の
可
能
性
に
つ
い
て
の
証
拠
は
な
い
。
こ
の
法
律
は
か
か
る
状
態

を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
な
く
、
自
由
を
制
限
し
て
い
る
の
で
憲
法
に
反
す

る
o
」

と
主
張
し
た
。

連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
サ
ン
フ
ォ
ー
ド
(
∞

E
Fる
)
判
事
の
意
見
に
よ

り
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

「
z
i
-
-
:
(
ま
ず
H
H
筆
者
以
下
同
じ
)
こ
こ
で
の
争
点
は
本
件
に
適
用

さ
れ
た
、
当
該
法
令
が
、
修
正
一
条
の
適
正
手
続
条
項
に
反
す
る
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
:
:
:
」
が
:
:
:
「
:
:
:
こ
の
見
解
を
支
持
す
る
議
論
は
、

そ
も
そ
も
以
下
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
修

正
一
四
条
の
保
証
し
て
い
る
自
由
は
言
論
、
出
版
の
自
由
を
含
む
も
の
で

あ
り
、
第
二
に
、
表
現
の
自
由

(
-
F
R
q
c『

Z
司
月
四
日
D
ロ
)
は
ん
ゲ
絶
対
的

な
も
の
で
は
な
い
hv

の
で
あ
り
、
そ
れ
は

O
そ
の
自
由
の
行
使
が
O

実
質

的
な
害
惑
と
因
果
関
係
を
有
す
る
よ
う
な
事
情
の
場
合
に
の
み
ん
ザ
制
限
さ

れ
う
る
の
で
あ
り
、
・
:
:
:
・
0

そ
し
て
当
該
法
令
が
(
こ
の
よ
う
な
〉
事

情
を
考
慮
し
て
は
い
な
い
時
に
は
、
こ
れ
は
不
当
に
も
こ
の
自
由
を
制
限

〔

M
H
〉

す
る
こ
と
と
な
り
、
従
っ
て
、
右
の
当
該
法
令
は
違
憲
と
な
る
。
」

「
と
こ
ろ
で
)
、
現
在
提
出
さ
れ
て
い
る
:
・
:
:
問
題
点
は
、
ま
た
、

こ
の
誤
審
令
状
(
当
巳
門
司
町
民
ち
と
の
下
で
我
々
が
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
唯
一
の
問
題
は
、
州
の
各
裁
判
所
に
よ
っ
て
本
件
に
つ
い
て
解
釈
さ

れ
、
適
用
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
、
当
該
法
令
が
、
修
正
一
四
条
の
適
正

手
続
に
違
反
し
て
、
被
告
の
表
現
の
自
由
を
奪
っ
た
か
ど
う
か
、
と
い
う

点
に
あ
る
。
」

「
当
該
法
令
は
、
具
体
的
な
行
為
へ
の
誘
因
と
な
る
性
質
を
有
し
な
い
、

抽
象
的
な
議
論

(
L
c
n
Eロ
巾
)
あ
る
い
は
学
術
的
な
論
争
の
発
表
(
ロ
江
守

B
ロ
円
。
)
ま
た
は
刊
行
(
宮
『
一
一

g
円
円
。
ロ
)
を
処
罰
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ

れ
は
単
な
る
歴
史
的
ま
た
は
哲
学
的
な
見
解

(2mam)
を
(
処
罰
の
〉
目

的
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
合
憲
的
な
、
ま
た
合
法
的
な
手
段

に
よ
っ
て
政
府
の
形
態
を
変
更
す
る
こ
と
の
主
張
(
邑

g
g
Q
)
を
制
限
す
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る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
が
禁
じ
て
い
る
と
こ
る
の
も
の
は
、
不
法
な
手

段
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
政
府
の
顛
覆
を
主
張
し
、
助
言
し
、
あ
る
い
は

指
導
す
る
主
張
(
を
目
的
と
し
て
い
る
)
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
主
張
は

(
担
)

(
実
際
的
な
)
行
動
を
引
き
起
こ
す
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」

と
述
ベ
、
更
に

、
、
、
、

「
我
々
は
、
当
該
法
令
が
言
論
、
出
版
の
自
由
を
不
法
に
も
侵
害
す
る
、

州
の
警
察
権
の
恋
意
的
あ
る
い
は
不
合
理
な
行
使
で
あ
る
、
と
は
考
え
な

い
。
従
っ
て
、
我
々
は
そ
の
合
憲
性
を
支
持
し
、
ま
た
支
持
し
な
け
れ
ば

ハ
お
)

な
ら
な
い
。
」

同アメリカ合衆国における政教分離の原則

と
結
ん
だ
。

本
件
に
は
ホ

l

A
ズ
判
事
お
よ
び
、
プ
ラ
ン
ダ
イ
ス
判
事
の
反
対
意
見
が

あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
私
に
は
、
自
由
な
言
論
に
関
す
る
一
般
的
原
則
は
、
修
正
一
四
条
に

含
ま
れ
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
0

・

本
件
に
は
、
:
・
:
・
:
武
力
に
よ
っ
て
政
府
を
顛
覆
し
よ
う
と
す
る
試
み

が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
宣
言
は
、
単
な
る
理

論
で
は
な
く
、
煽
動
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
(
し
か
し
、
)
あ
ら
ゆ
る
思
想

は
煽
動
な
の
で
あ
る
O
i
-
-
:
:
意
見
の
表
明
と
、
せ
ま
い
意
味
で
の
煽
動

と
の
相
違
は
、
結
果
に
対
す
る
論
者
の
熱
意
の
相
違
に
あ
る
の
で
あ
る
。

雄
弁
は
(
時
に
)
理
性
に
火
を
つ
け
る
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
、
い
か
に

多
く
の
議
論
が
我
々
の
前
に
お
い
て
展
開
さ
れ
よ
う
と
も
、
そ
の
こ
と
は
、

現
在
の
大
火
(
官
。
再
三

8
丘一同四
S
巳
D
口
)
を
引
き
起
こ
す
チ
ャ
ン
ス
と
な

る
も
の
で
は
な
い
。
も
し
、
プ
ロ
レ

F
リ
ア
独
裁
の
形
で
表
明
さ
れ
た
信

念
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
社
会
の
支
配
的
勢
力
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ

る
べ
き
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
言
論
の
自
由
の
唯
一
の
意
味
は
、
そ
れ
ら

の
信
念
(
の
表
明
〉
に
機
会
を
与
え
、
自
由
に
行
な
わ
し
め
る
べ
き
で
あ

(
M山
〉

る
、
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
:
:
:
・
:
」

右
の
よ
う
な
反
対
意
見
が
述
べ
ら
れ
た
の
で
は
あ
る
が
、
結
局
、
連
邦
最

高
裁
判
所
は
、
被
告
ギ
ト
ロ

l
の
行
為
を
有
罪
と
認
定
し
た
州
最
高
裁
判
所

の
判
決
を
支
持
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
本
稿
に
お
い
て
こ
の
判
決
が
持
つ
音
住
沖
は
、
連
邦
憲
法
修
正

一
条
の
、
言
論
、
出
版
の
自
由
の
保
障
が
、
連
邦
憲
法
修
正
一
四
条
に
よ
っ

て
、
州
の
行
為
に
対
し
て
も
及
ぶ
、
と
判
断
さ
れ
た
点
に
あ
る
。
右
に
述
べ

た
よ
う
な
論
理
に
よ
っ
て
、
同
州
法
の
合
憲
性
、
お
よ
び
被
告
の
行
為
の
有

罪
が
示
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
が
、
右
判
決
は
傍
論
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。
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「
(
連
邦
憲
法
修
正
一
条
に
よ
り
、
連
邦
議
会
の
侵
害
か
ら
保
護
さ
れ

る
H
H
筆
者
〉
言
論
お
よ
び
、
出
版
の
自
由
、
か
、
・
:
:
:
:
連
邦
憲
法
修
正
一

四
条
の
適
正
手
続
条
項
に
よ
っ
て
、
州
の
侵
害
か
ら
も
保
護
さ
れ
て
い
る



料

基
本
的
人
権
と
自
由
と
に
属
す
る
も
の
、
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、

円
幻
)

ま
た
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
。
」

資

と
し
て
、
修
正
一
条
の
保
障
す
る
言
論
、
出
版
の
白
白
の
、
州
へ
の
適
用
の

道
を
開
い
た
。
こ
の
一
九
二
五
年
の
、
ギ
ト
ロ

I
対
ニ
ュ

l

・ヨ

l
ク
事
件

で
述
ベ
ら
れ
た
傍
論
の
立
場
は
、
後
、
一
九
二
七
年
の
フ
イ
ス
ク
対
カ
ン
サ

ス
事
件
岡
山
田
宮
〈
・

5
口
一
間
で
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

当
初
修
正
一
四
条
の
定
め
る
「
自
由
」
は
、
物
理
的
な
制
限
か
ら
の
自
由
を

意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
後
に
、
「
契
約
の
自
由
」

(
5
2
q
え

B
E
-

B
与
を
含
む
も
の
と
拡
張
さ
れ
、
こ
の
一
九
二
七
年
の
吉
田
宮
〈
・
関
自
白
凹

事
件
で
は
、
こ
の
種
の
精
神
的
自
由
に
ま
で
拡
張
さ
い
刊
か
。

こ
の
立
場
は
更
に
、
後
の
、
デ
・
ジ
ョ
ン
ジ
対
オ
レ
ゴ
ン
事
件
。
巾
守
口
問
。

〈
-
O
B向
。
ロ
(
阿
川
沼
田
口
・

ω・
ω印
ω・
5ω
叶
)
に
お
い
て

「
連
邦
憲
法
修
正
一
条
の
集
会
の
自
由
の
権
利
は
、
特
に
連
邦
に
よ
る

侵
害
か
ら
の
保
障
を
定
め
て
い
る
。
(
し
か
し
〉
こ
の
こ
と
は
修
正
一
四

条
の
適
正
手
続
条
項
に
(
集
会
の
自
由
が
)
含
ま
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を

意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
権
利
の
侵
害
は
、
あ

ら
ゆ
る
公
け
の
、
ま
た
政
治
的
制
度
の
根
本
に
あ
る
自
由
と
正
義
の
原
則

を
侵
害
す
る
こ
と
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
修
正
一
四
条
は
こ
の
原
則
を
適

正
手
続
と
い
う
用
語
に
よ
っ
て
表
現
し
た
の
で
あ
る
。
」

と
、
述
べ
て
ギ
ト
ロ

1
事
件
の
立
場
を
確
一
認
し
た
。

修
正
一
四
条
の
自
由
に
、
修
正
一
条
の
保
障
す
る
諸
自
由
が
含
ま
れ
る
と

す
る
、
こ
の
よ
う
な
判
決
の
立
場
は
次
第
に
そ
の
範
囲
を
拡
張
し
、
修
正

(4j 条
を
実
質
的

州

対
し
て
適
用
す
る

至
る

同
年
、
す
な
わ
ち
、
一
九
二
五
年
連
邦
最
高
裁
は
、
ピ
ア
ス
対
シ
ィ
ス

タ

I
ズ
事
件
目
白
円
。
〈

-
r
s
q
c
h
ω
2
2♂

に
お
い
て
、
八
才
か
ら
一

六
才
ま
で
の
す
べ
て
の
児
童
を
公
立
校
へ
通
学
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
る
オ

レ
ゴ
ン
州
義
務
教
育
法
の
有
効
性
に
つ
い
て
、
修
正
一
条
を
特
に
問
題
と
せ

ず
に
、
修
正
一
四
条
の
保
障
す
る
「
自
由
」
の
中
に
は
、
宗
教
団
体
の
設
立

す
る
学
校
へ
通
学
す
る
自
由
を
含
む
も
の
で
あ
る
と
す
る
立
場
か
ら
、
同
州

法
を
違
憲
で
あ
る
と
し
た
。

事
実
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
オ
レ
ゴ
ン
州
義
務
教
育
法

3
5
m
oロ
nog-

-
s
q
E戸
2
5
〉
立
)
(
一
川
二
一
~
梓
ト
1
5
H
U
U
州
定
)
は
八
才
か
ら
一

六
才
ま
で
の
全
児
童
を
公
立
校
に
通
学
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
、
こ
の
義
務

を
怠
る
児
童
の
両
親
、
保
護
者
は
軽
犯
罪

(
ζ
U
P
5
8
5吋
)

に
問
わ
れ
る

も
の
と
規
定
し
た
。
原
告
法
人
(
凶
o
n庄
町
え

ω宮内
B
D同

HZ
図。-同

Z
守

gg)
は
私
立
学
校
の
一
団
を
経
営
し
、
そ
こ
に
お
い
て
は
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト

リ
ヅ
グ
教
会
の
信
条
に
従
っ
て
、
宗
教
的
教
え
と
道
徳
的
訓
育
が
組
織
的
に

行
わ
れ
て
い
た
0

・
原
告
法
人
は
学
校
経
営
に
多
額
の
投
資
を
し
て
い
た
の
で
、
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当
該
州
法
の
施
行
の
停
止
を
請
求
し
て
、
連
邦
裁
判
所
に
訴
を
提
起
し
た

(
む
こ
)
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
「
当
該
法
令
は
両
親
の
学
校
選
択
権
と
衝
突

す
る
。
す
な
わ
ち
、
両
親
が
選
択
す
る
そ
れ
ら
の
学
校
で
は
、
こ
れ
ら
の
児

童
は
適
当
な
精
神
的
、
宗
教
的
訓
育
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
当
該
法
令
は
学
校
、
お
よ
び
教
師
の
有
用
な
職
業
ま
た
は
仕
事
に
従

事
す
る
権
利
と
衝
突
す
る
。
従
っ
て
こ
の
こ
と
は
憲
法
に
抵
触
し
、
無
効
で

あ
る
」
と
述
べ
た
。

」
れ
に
対
し
、

同
州
知
事

E
R
g
は
学
校
法
人
に
対

す
る
右
の
法
令
に
基
づ
き
、
同
法
令
の
施
行
の
停
止
を
求
め
る
原
告
の
請
求

を
否
定
し
、
裁
判
所
も
こ
れ
を
認
め
た
。
そ
こ
で
原
告
法
人
は
右
法
令
施
行

日

の
仮
の
差
止
を
請
求
し
て
上
告
し
た
。

アメリカ合衆国における政教分離の原則

連
邦
最
高
裁
判
所
は
マ
ッ
ク
レ
イ
ノ
ル
ヅ
判
事
の
代
表
意
見
に
よ
り
次
の

よ
う
に
述
べ
た
。

「
マ
イ
ヤ

l
対
ネ
プ
ラ
ス
カ
事
件
(
前
述
)
の
原
則
の
下
で
は
、
一
九

二
二
年
制
定
の
当
該
法
令
が
、
両
親
お
よ
び
保
護
者
の
、
自
己
の
管
理
の

下
で
訓
育
お
よ
び
教
育
す
る
自
由
を
、
故
な
く
侵
害
す
る
こ
と
と
な
る
の

広
ま
っ
た
く
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
来
た
よ

う
ビ
、
憲
法
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る
誇
権
利
は
、
国
家
の
権
能
の
範

囲
内
の
目
的
と
合
理
的
関
係
を
持
た
な
い
主
張
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
る
こ
と

は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
合
衆
国
内
の
、
す
べ
て
の
(
州
)
政
府
の
存
在

の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
、
自
由
民
つ
い
て
の
基
本
的
原
理
は
、
公
立
校
の

教
師
の
み
に
よ
る
教
育
を
受
け
る
よ
う
に
児
童
を
強
制
し
、
児
童
を
一
定

の
型
に
鋳
込
む
よ
う
な
、
州
の
一
般
的
な
権
能
と
い
う
も
の
を
排
除
し
て

い
る
の
で
あ
る
o

児
童
は
国
家
の
単
な
る
生
物
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
児
童
を
養
育
し
、
彼
ら
の
運
命
を
支
配
す
る
も
の
は
、
よ
り
高

い
義
務
と
結
合
し
た
、
付
加
的
な
教
育
を
児
童
に
対
し
て
与
え
、
準
備
す

〈
担
〉

る
権
利
を
有
す
る
の
で
あ
る
o
」

連
邦
最
高
裁
判
所
は
右
の
よ
う
に
述
べ
て
、
両
親
お
よ
び
保
護
者
の
教
育

の
自
由
が
修
正
一
四
条
の
「
自
由
」
の
中
に
含
ま
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
児

童
が
公
立
校
以
外
の
、
本
件
で
言
え
ば
宗
教
団
体
が
設
立
す
る
学
校
へ
通
学

す
る
自
由
を
認
均
九
日
。

以
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
修
正
一
四
条
の
自
由
に
は
、
修
正
一
条
の
保
障

す
る
言
論
の
自
由
、
出
版
の
自
由
、
集
会
・
請
願
の
自
由
が
含
ま
れ
る
と
す

る
。
こ
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
連
邦
最
高
裁
判
所
の
拡
張
解
釈
は
、

[5J 0 
年

f'l. 
信
教
の
自
由
を
も
含
む
と
判
刀く

す
る

至
る

す
な
わ
ち
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
一
九
四

O
年
の
カ
ン
ト
ウ
ェ
ル
対

コ
ネ
テ
ィ
カ
ッ
ト
事
件

(USH君
主
〈
・
。
C
D
R
n
t
E
ぺ
に
お
い
て
、
修
正
一

条
の
保
障
す
る
「
自
由
な
宗
教
活
動
」
条
項
が
州
に
対
し
て
も
同
様
に
適
用

さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

事
実
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
エ
ホ
パ
の
証
人

G
5
o
s
r
J
ヨH
寸

5
a
g
)
で
あ
る
被
告

Z
O一三
g
n
s
z
o
-一
お
よ
び
他
の
二
人
が
、
コ
ネ

九
四
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料

テ
ィ
カ
ヅ
ト
州
ニ
ュ

1
・
ヘ
ヴ
ン
の
カ
シ
ア
ス
通
り
に
お
い
て
、
同
教
派
の

宗
教
的
問
題
に
つ
い
て
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
図
書
、
お
よ
び
、
ヵ
ト
リ
ヅ
ク

資

の
教
義
を
攻
撃
す
る
内
容
を
吹
き
込
ん
だ
レ
コ
ー
ド
セ
ッ
ト
を
所
持
し
、
戸

毎
に
訪
問
し
、
右
の
文
書
の
購
入
ま
た
は
、
右
レ
コ
ー
ド
の
聴
取
を
要
請
し

た
。
彼
ら
は
、
こ
れ
ら
の
ほ
か
、
右
の
文
書
等
に
寄
稿
を
懇
請
し
、
受
け
入

れ
ら
れ
る
と
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
を
手
渡
し
た
。
と
こ
ろ
で
こ
の
カ
シ
ア
ス
通

り
は
、
人
口
密
度
の
高
い
住
宅
区
の
中
に
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
住
民
の
約
九

O
パ
ー
セ
ン
ト
が
ロ

1
7
・
カ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
ま
た
、
彼
ら

の
訪
問
を
受
け
た
住
民
は
エ
ホ
バ
の
証
人
の
会
員
で
は
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
で
カ
ン
ト
ウ
ェ
ル
等
三
人
が
路
上
で
二
人
の
男
を
と
め
、
レ
コ

I

ド
を
か
け
る
許
し
を
求
め
、
そ
の
許
可
を
得
て
、
そ
れ
を
か
け
て
二
人
の
男

に
聴
か
せ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
レ
コ
ー
ド
の
内
容
が

「
敵
」
と
題
す
る
も
の

で
彼
ら
二
人
の
男
の
教
会
お
よ
び
宗
教
を
攻
撃
す
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、

彼
ら
二
人
は
激
昂
し
、
カ
ン
ト
ウ
ェ
ル
等
は
た
だ
ち
に
そ
の
場
所
を
立
ち
去

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
に
、
カ
ン
ト
ウ
ェ
ル
等
三
人
は
、
同
州
の
一

般
制
定
法
(
の
巾

B
E
m
E
5
2
)
、
六
二
九
四
条
す
な
わ
ち
、

「
何
人
も
、
州
の
公
安
委
員
会
(
宮
Z
K
当局

}
F
B
B
E
E
-
三
子
。

∞Z
E
)
の
書
記
に
よ
る
許
可
な
く
し
て
、
宗
教
、
慈
善
、
あ
る
い
は
博
愛

の
理
由
に
基
づ
き
、
金
銭
、
奉
仕
、
寄
附
、
あ
る
い
は
何
か
価
値
あ
る
も

の
を
乞
う
て
は
な
ら
な
い
。
書
記
は
、
こ
の
よ
う
な
理
由
に
基
づ
き
、
請

求
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
が
宗
教
的
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
、
慈
善
、

ま
た
は
博
愛
の
善
意
の
対
象
で
あ
る
か
ど
う
か
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら

い
。
ま
た
〈
こ
の
場
合
H
H
筆
者
以
下
同
じ
)
効
果
的
な
、
完
全
な
合
理
的

基
準
に
従
う
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
(
こ
の
よ
う
な
)
基
準
に

合
致
す
る
場
合
に
は
承
認
し
、
責
任
を
も
っ
て
証
明
書
を
発
行
す
る
こ
と

と
す
る
。
(
た
だ
し
)
こ
の
証
明
は
い
つ
に
て
も
取
消
さ
れ
る
も
の
と

し
、
こ
の
法
令
に
違
反
す
る
も
の
は
一

0
0
ド
ル
以
下
の
罰
金
、
ま
た
は

三
O
日
以
下
の
拘
留
、
ま
た
は
併
科
を
う
け
る
。
」

に
違
反
し
た
と
し
て
告
発
さ
れ
た
。

ニュ

I
・
ヘ
ヴ
ン
郡
の
民
事
訴
訟
裁
判
所
(
わ

D
E
U
S
-
v
Z
E
C『

Z
2

同
2
2
n
c戸
口
同
町
)
で
審
問
の
結
果
、
コ
モ
ン
・
ロ

l
上
の
五
つ
の
訴
因
の

う
ち
、
右
の
第
三
訴
因
の
法
条
違
反
、
お
よ
び
第
五
訴
因
の
、
平
和
の
侵
犯

を
教
唆
す
る
罪
で
有
罪
判
決
が
下
さ
れ
た
。
同
州
最
高
裁
で
は
第
五
訴
因
の

に
つ
き
有
罪
、
他
の
二
人
、
す
な
わ
ち
、

Z
2
5
(
U
E
Z色
、
河
口
問
。

E
E
Z
m
Z
に
つ
き
原
審
破
棄
(
日
間
州
一
昨
一
広

叶
一
都
一
山
時
持
品
川
判
所
)
、
第
三
訴
因
に
つ
い
て
三
人
の
有
罪
が
支
持
さ
れ
た
。

連
邦
最
高
裁
判
所
で
の
上
告
人
は
、

う
ち
、

被
告
』
巾
田
町
わ

g
Z色

「
第
三
訴
因
の
基
礎
と
な
っ
た
当
該
法
令
ば
、
憲
法
修
正
一
四
条
の
適

正
手
続
条
項
に
違
反
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
当
該
法
令
の
文
理
上
、
あ
る
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い
は
そ
の
解
釈
、
適
用
の
上
か
ら
、
当
該
法
令
は
上
告
人
に
対
し
、
言
論

の
自
由
を
否
定
し
、
自
由
な
宗
教
活
動
を
禁
止
す
る
も
の
で
あ
る
よ

と
主
張
し
た
o

こ
れ
に
対
し
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
戸
パ

l
ト
(
列
島

Em)

判
事
が
意
見
を
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

同

「
:
・
・
:
:
以
上
認
定
し
た
と
こ
ろ
、

第
一
点
、
上
告
人
に
適
用
さ
れ
た
当
該
法
令
は
、
修
正
一
四
条
に
違
反

し
て
適
正
手
続
に
よ
ら
ず
に
、
上
告
人
等
の
自
由
を
奪
う
も
の
で
あ
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

修
正
一
四
条
に
具
体
化
さ
れ
た
自
由
の
基
本
的
な
概
念
は
、
修
正
一
条
に

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
自
由
を
包
含
す
る
の
で
あ
る
。
(
傍
点
筆
者
、
以
下

同
じ
)
。
修
正
一
条
は
、
連
邦
議
会
は
国
教
を
定
め
る
こ
と
に
関
す
る
法
律
も
、

自
由
な
宗
教
活
動
を
禁
止
す
る
法
律
も
定
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

う
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
修
正
一
四
条
は
、
州
の
立
法
府
も
ま
た
、
連
邦

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

議
会
と
同
様
に
こ
の
よ
う
な
法
律
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
規
定

L

、
、
、
、
、
、
、

て
い
る
の
で
あ
る
o

(

と
こ
ろ
で
H
H
筆
者
以
下
同
じ
)
宗
教
の
問
題
に

関
す
る
立
法
に
つ
い
て
の
、
憲
法
上
の
禁
止
は
二
つ
の
側
面
を
有
す
る
。

一
つ
は
、
い
か
な
る
信
条
の
受
容
、
あ
る
い
は
礼
拝
に
関
す
る
い
か
な
る

形
式
も
法
に
よ
っ
て
強
制
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
良

心
の
自
由
と
、
こ
の
よ
う
な
宗
教
的
組
織
に
忠
実
で
あ
る
自
由
、
あ
る
い

は
個
人
が
選
択
す
る
こ
と
の
で
き
る
礼
拝
の
自
由
と
い
う
も
の
は
法
律
に

よ
っ
て
制
限
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
他
の
一
つ
は
、
(
個
人

アメリカ合衆国における政教分離の原則

が
)
選
択
し
た
宗
教
の
形
式
(
に
従
っ
て
宗
教
活
動
を
〉
自
由
に
行
な
う

こ
と
を
保
障
す
る
こ
と
で
あ
る
。
か
く
て
、
修
正
一
条
は
二
つ
の
概
念

l
i信
仰
の
自
由
と
行
為
を
行
な
う
自
由
ー
ー
を
包
含
す
る
の
で
あ
る
。

前
者
は
絶
対
的
で
あ
り
、
(
法
律
上
制
約
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
)
が
、

後
者
は
そ
の
性
質
上
絶
対
的
で
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
ハ
す
な
わ
ち
〉

行
為
に
つ
い
て
は
社
会
を
保
護
す
る
た
め
の
規
律
に
従
う
余
地
が
残
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
行
為
を
行
な
う
自
由
に
は
、
自
由
の
保
障
を
保
持
す
る

た
め
の
適
当
な
限
界
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
(
と
こ
ろ
で
)
、

あ
ら
ゆ
る
場
合
に
お
い
て
、
規
制
を
す
る
権
力
は
認
め
ら
れ
た
目
的
を
達

成
す
る
た
め
に
、
保
護
さ
れ
た
自
由
を
不
当
に
侵
害
す
る
こ
と
の
な
い
よ

う
に
行
使
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
何
人
も
、
国
家
は
立
法

に
よ
り
、
宗
教
的
見
解
を
宣
伝
し
、
説
教
を
行
な
う
権
利
を
否
定
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
前
提
を
争
い
は
し
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
、

事
前
の
絶
対
的
な
制
限
は
、
保
障
と
い
う
言
葉
に
反
す
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。
(
他
方
、
)
ま
た
、
同
様
に
、
国
家
が
、
一
般
的
な
立
法
に
よ

っ
て
路
上
に
お
け
る
請
願
、
ま
た
は
路
上
に
お
け
る
集
会
の
立
法
、
場
所
、

時
刻
を
規
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
も
明
ら
か
な
の
で
あ
る
。

と
い
う
こ
と
は
、
(
国
家
は
〉
修
正
一
四
条
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
自
由

を
侵
害
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
つ
つ
、
共
同
体
の
平
和
、
秩
序
、
安

寧
を
保
護
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

上
告
人
が
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
法
律
が
こ
の
よ
う
な
ハ
意
味
で
の
〉

規
制
で
は
な
い
、
と
主
張
す
る
の
は
正
し
い
の
で
あ
る
o

も
し
、
証
明
書

を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
(
上
告
人
等
が
通
行
人
生
干
に
対
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料

す
る
宗
教
的
な
内
容
の
文
書
等
の
購
入
、
寄
稿

(
8
}
E
s
r
o口
)
を
〉
懇
請

(
す
る
こ
と
)
は
制
限
な
し
に
認
め
ら
れ
る
が
、
証
明
書
が
な
い
場
合
に

(
釘
)

は
、
(
こ
の
よ
う
な
〉
懇
請
は
全
く
禁
止
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

上
告
人
は
、
彼
ら
の
見
解
に
対
す
る
支
持
を
求
め
る
た
め
、
そ
の
条
件

と
し
て
」
証
明
書
を
必
要
と
す
る
べ
く
要
求
す
る
こ
と
は
、
憲
法
の
意
味
す

る
彼
ら
の
宗
教
的
活
動
に
対
す
る
事
前
の
規
制
と
な
る
、
と
主
張
す
る
。

(
他
方
、
)
州
は
当
該
法
令
は
宗
教
的
見
解
を
宣
伝
す
る
こ
と
に
対
す
る

事
前
の
規
制
を
課
す
る
も
の
で
は
な
く
、
単
に
宗
教
の
仮
名
の
下
に
、
詐

欺
行
為
を
行
な
う
も
の
に
対
し
て
、
〈
市
民
を
)
保
護
す
る
も
の
で
あ
る
、

と
主
張
す
る
o

(

そ
こ
で
)
問
題
は
、
コ
ネ
テ
ィ
カ
ッ
ト
州
に
よ
っ
て
、

こ
の
目
的
の
た
め
に
と
ら
れ
た
方
法
が
、
憲
法
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
自

由
を
侵
害
し
た
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

公
共
の
利
益
の
下
に
、
宗
教
的
テ
ス
ト
を
含
ま
ず
、
資
金
の
募
集
を
不

当
に
妨
害
し
、
あ
る
い
は
遅
延
せ
し
め
な
い
よ
う
な
、
懇
請
に
関
す
る
一

般
的
規
制
は
、

L

た
と
え
そ
の
募
集
が
宗
教
的
な
目
的
の
た
め
に
な
さ
れ
る

も
の
で
あ
っ
て
も
、
憲
法
上
の
制
限
に
服
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ

う
な
規
則
は
、
自
由
な
宗
教
活
動
に
対
す
る
、
事
前
の
制
限
と
な
る
も
の

で
は
な
く
、
そ
の
活
動
に
対
し
て
許
容
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
妨
害
を
加

え
る
こ
と
と
な
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
当
該
法
規
は
、
州
の
公
安
委
員
会
の
書
記
に
対
し
て
、

そ
の
適
用
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
こ
と
は
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

書
記
が
、
そ
の
理
由
が
宗
教
的
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
権

限
を
有

L
、
証
明
書
の
発
行
が
彼
の
肯
定
的
な
決
定
に
依
っ
て
い
る
こ
と

資

、
、
、
、
、
、
、
、
、

を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
も
し
、
彼
が
、
そ
の
理
由
が
宗
教
的
な
も
の
で

は
な
い
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
(
資
金
の
募
集
)
の
た
め
に
懇
請
す
る

こ
と
は
犯
罪
と
な
る
の
で
あ
る
。
彼
が
証
明
書
の
発
行
を
認
め
る
か
拒
否

す
る
か
の
決
定
は
事
実
の
評
価
を
も
含
む
の
で
あ
り
、
ま
た
、
判
断
権
の

行
使
と
意
見
の
形
成
を
含
む
の
で
あ
る
。
も
し
、
彼
が
そ
の
理
由
が
宗
教

的
で
な
い
と
決
定
し
た
場
合
に
は
、
許
可
を
差
し
控
え
る
権
能
を
有
す
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

の
で
あ
る
。
(
こ
の
よ
う
な
)
永
く
続
い
て
存
在
す
る
権
利
を
決
定
す
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

手
段
と
し
て
の
、
か
よ
う
な
宗
教
の
検
閲
は
(
同

2
5
2
m
r唱
え
お
口
問
・

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

芯
ロ
)
修
正
一
条
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
自
由
の
拒
否
で
あ
り
、
修
正
一
四

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

条
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
範
囲
の
自
由
を
、
否
定
す
る
こ
と
と
な
る
の
で

あ
る
。
」
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裁
判
所
は
右
の
よ
う
に
述
べ
て
、
修
正
一
条
の
保
障
す
る
信
教
の
自
由
が
、

修
正
一
四
条
の
自
由
に
含
ま
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

次
に
裁
判
所
は
、
第
二
点
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

「
:
・
:
:
・
こ
れ
ま
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
来
た
事
情
か
ら
我
々
は
上
告
人

の
有
罪
判
決
は
取
除
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
、
す
な
わ
ち
、

右
有
罪
判
決
の
絞
拠
は
、
二
つ
の
衝
突
し
あ
う
利
益
の
衡
量
を
必
要
と
す

る
。
(
す
な
わ
ち
〉
憲
法
は
、
自
由
な
宗
教
活
動
、
情
報
、
意
見
の
自
由

な
交
流
が
侵
害
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
連
邦
の
利
益
を
宣
言
し
、

(
他
方
)
コ
ネ
テ
ィ
カ
ヅ
ト
州
は
州
内
の
平
和
、
秩
序
を
保
持
、
保
護
す

る
明
白
な
利
益
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
(
そ
こ
で
)
連
邦
窓
法
に
よ
る
制



骨

限
が
欠
如
し
て
い
る
場
合
に
、
川
川
の
利
益
を
保
護
す
る
手
段
が
・
:
:
:
:
州

の
裁
量
の
範
囲
内
に
お
か
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
に
、
我
々
は
主

張
さ
れ
て
い
る
州
の
利
益
の
保
持
が
、
連
邦
憲
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た

利
益
を
否
定
す
る
よ
う
に
強
調
さ
れ
て
来
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判

日
制
)

断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
:
:

「
平
和
の
侵
害
と
し
て
知
ら
れ
た
犯
罪
は
、
公
け
の
秩
序
、
静
穏
を
破

壊
し
、
お
び
や
か
す
様
々
な
行
為
を
包
含
す
る
。
そ
れ
は
暴
カ
行
為
の
み

な
ら
ず
、
他
人
の
暴
力
を
引
き
起
こ
す
行
為
や
、
引
き
起
こ
さ
せ
る
言
葉

を
も
包
含
す
る
の
で
あ
る
。
何
人
も
、
言
論
の
自
由
の
原
理
が
、
暴
カ
を

振
わ
せ
る
こ
と
を
認
め
、
あ
る
い
は
宗
教
の
自
由
が
、
他
の
宗
派
に
属
す

る
も
の
に
対
す
る
物
理
的
攻
撃
を
他
人
に
熱
心
に
説
く
特
権
を
意
味
す
る

も
の
と
考
え
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
暴
力
、
無
秩
序
、
路
上
で
の
交
通
妨

害
、
公
け
の
安
寧
、
平
和
、
秩
序
に
対
す
る
直
接
的
な
恐
れ
の
、
明
白
な

現
在
の
危
険
が
あ
ら
わ
れ
る
場
合
に
は
、
州
の
権
力
が
(
そ
れ
ら
の
行
為

を
)
制
約
し
、
処
罰
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
明
白
で
あ
る
。
同
様
に
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

州
は
望
ま
し
い
状
態
に
維
持
す
る
と
い
う
外
観
を
よ
そ
お
っ
て
、
宗
教
的

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

あ
る
い
は
他
の
見
解
の
自
由
な
交
流
を
不
当
に
抑
圧
す
る
こ
と
が
で
き
な

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

い
と
い
う
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
(
傍
点
筆
者
)
。

「
:
・
:
:
:
我
々
は
、
(
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
)
熟
慮
の
結
果
、
被
告

カ
ン
ト
ウ
エ
ル
の
行
為
は
侮
辱
を
加
え
た
り
、
路
上
で
犯
罪
を
引
き
起
こ

し
た
り
す
る
性
質
の
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
平
穏
を
害
す
る
も
の
で
は
な

い
と
考
え
る
。
カ
ン
ト
ウ
エ
ル
の
路
上
の
二
人
に
対
す
る
行
為
は
、
下
級

審
で
は
平
和
の
侵
害
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
本
件
で
は
身
体
に
対
す
る

アメリカ合衆国における政教分離の原則

攻
撃
等
の
犯
罪
が
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
結
局
、
カ
ン

ト
ウ
エ
ル
が
、
真
の
宗
教
で
あ
る
と
考
え
る
も
の
の
利
益
の
た
め
に
献

金
、
文
書
購
入
を
勧
誘
し
た
努
力
だ
け
が
あ
っ
た
こ
と
の
み
を
知
る
の
で

あ
る
。宗
教
的
信
念
、
政
治
的
信
念
の
分
野
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
す
る
ど
い
対

立
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
。
両
分
野
と
も
、
あ
る
も
の
の
信
念
は
彼
の
隣
人

に
と
っ
て
は
も
っ
と
も
ひ
ど
い
誤
り
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

他
人
を
説
得
し
て
自
己
の
見
解
に
近
づ
け
る
た
め
に
、
説
得
者
は
し
ば
し

ば
、
我
々
が
知
っ
て
い
る
よ
う
に
教
会
や
国
家
の
優
越
し
て
い
る
こ
と
の

誇
張
ゃ
、
(
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
)
価
値
の
低
劣
、
ま
た
虚
偽
の
主
張
す

ら
も
行
な
う
の
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
国
の
人
民
は
、
歴
史
の
光
明
の
中
に
、

行
き
過
ぎ
や
乱
用
の
可
能
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
自
由
が
、
長

い
目
で
見
た
場
合
に
民
主
国
家
の
市
民
に
と
っ
て
の
正
当
な
行
為
と
啓
発

(
叫
)

的
な
意
見
に
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
・
・
」

こ
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
、
結
局
本
件
被
告
人
の
行
為
を
無
罪
と
し
た
。

本
稿
に
お
い
て
こ
の
判
決
が
持
つ
意
味
は
、
明
白
か
っ
現
在
の
危
険
の
法

理
の
展
開
の
問
題
で
は
な
く
、
修
正
一
条
の
信
教
の
自
由
、
す
な
わ
ち
、
自
由
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な
宗
教
活
動
の
保
障
が
、
修
正
一
四
条
の
自
由
の
内
容
の
一
つ
で
あ
り
、
従

っ
て
州
の
行
為
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
自
由
の
侵
害
が
生
ず
る
場
合
に
お
い

て
も
、
な
お
州
に
対
し
て
そ
の
適
用
が
な
さ
れ
る
と
す
る
原
則
を
樹
立
し
た

と
こ
ろ
に
あ
る
。
修
正
一
四
条
の
自
由
の
拡
張
は

こ
の
一
九
四

O
年
の
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適
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さ
れ
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文
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角
度
か
ら
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前
掲
・
河
原
峻
一
郎
「
言
論
及
び
出
版
の
自
由
」
一
九

五

t
一
九
八
頁
に
す
で
に
概
略
、
紹
介
が
あ
り
、
ま
た
、
エ
ド
ワ
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ド
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G
・
ヒ
ュ
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ド
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、
槍
山
武
夫
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「
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代
国
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と
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論
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四
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年
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明
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つ
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危
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角
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か
ら
紹
介
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れ
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い
る
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で

あ
る
が
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こ
で
は
論
調
の
行
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が
か
り
上
、
修
正
一
条
の
「
自
由

な
宗
教
活
動
」
の
保
障
条
項
の
、
修
正
一
四
条
の
自
由
を
通
じ
て
の

州
へ
の
適
用
の
問
題
と
し
て
取
り
あ
げ
る
こ
と
と
す
る
。
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